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内

閣

府

○
総

務

省
令
第
五
号

文
部
科
学
省

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法

律
第
百
五
十
二
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
百
四
十
六
条
並
び
に
地

方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
三
百
五
十
二
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

文
部
科
学
大
臣

阿
部

俊
子
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地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

総
理
府

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

自
治
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
組
合
員
資
格
取
得
の
届
出
）

（
組
合
員
証
等
）

第
九
十
三
条

［
略
］

第
九
十
三
条

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

［
削
る
］

３

組
合
は
、
第
一
項
の
届
書
を
受
理
し
た
と
き
、
又
は
継
続
長
期
組
合
員
で
あ
つ
た
者
で
引
き
続
き
継
続
長
期
組

合
員
以
外
の
組
合
員
と
な
つ
た
も
の
に
係
る
第
百
七
十
八
条
の
二
第
六
項
の
届
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
別
紙
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
組
合
員
証
を
作
成
し
、
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
者
又
は
当
該
継
続
長
期
組

合
員
以
外
の
組
合
員
と
な
つ
た
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
扶
養
者
の
申
告
）

（
被
扶
養
者
の
申
告
）

第
九
十
四
条

組
合
員
と
な
つ
た
者
に
被
扶
養
者
の
要
件
を
備
え
る
者
が
あ
る
場
合
又
は
組
合
員
に
つ
い
て
被
扶
養

第
九
十
四
条

［
同
上
］

者
の
要
件
を
備
え
る
者
が
生
じ
た
場
合
若
し
く
は
被
扶
養
者
が
そ
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
組

合
員
は
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、

組
合
員
と
な
つ
た
者
に
被
扶
養
者
の
要
件
を
備
え
る
者
が
あ
る
場
合
又
は
組
合
員
に
つ
い
て
被
扶
養
者
の
要
件
を

備
え
る
者
が
生
じ
た
場
合
に
限
る
。）
を
記
載
し
た
被
扶
養
者
申
告
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
に
該
当
し
被
扶
養
者
が
そ
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合
で
、
組
合
が

そ
の
事
実
を
組
合
員
原
票
、
被
扶
養
者
申
告
書
そ
の
他
組
合
が
保
有
す
る
書
面
に
よ
り
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一

組
合
員
の
氏
名
（
片
仮
名
で
振
り
仮
名
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。）
及
び
住
所
並
び
に
組
合
員
等
記
号
・
番
号

一

組
合
員
の
氏
名
（
片
仮
名
で
振
り
仮
名
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。）
及
び
住
所
並
び
に
組
合
員
証
の
組
合
員
等

又
は
個
人
番
号

記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

組
合
員
は
、
被
扶
養
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
個
人
番
号
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
変
更
に

［
新
設
］

関
す
る
申
告
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
組
合
員
資
格
情
報
等
の
提
供
）

（
組
合
員
資
格
情
報
等
の
提
供
）

第
九
十
四
条
の
二

組
合
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

第
九
十
四
条
の
二

組
合
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
事
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
第
九
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

げ
る
事
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
当
該

る
届
出
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
組
合
員
の
資
格
に
係
る
情
報
を
、
電
磁
的
方
法
（
電
子

届
出
に
係
る
組
合
員
の
資
格
に
係
る
情
報
を
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
、

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
又
は
国
民

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
又
は
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
資
格
確
認
書
の
交
付
等
）

第
九
十
四
条
の
三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
又
は
同
項
に
規
定

［
新
設
］

す
る
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
別
紙
様
式
第
十
四
号
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
よ
る
提
供
を
求
め
る
組
合
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し
て
、
そ
の
交
付
又
は
提
供
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

申
請
の
年
月
日

二

組
合
員
の
氏
名
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

三

申
請
に
係
る
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）

四

申
請
の
理
由

五

そ
の
他
組
合
が
定
め
る
事
項
で
あ
つ
て
組
合
員
が
書
面
へ
の
記
載
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
求
め
る

も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

２

組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
又
は
提
供
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
組
合
員
に
対
し
、
法
第
五
十
五
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
紙
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
も
の
に
限

る
。）
で
あ
つ
て
複
製
等
を
防
止
し
、
若
し
く
は
抑
止
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
を

交
付
し
、
又
は
当
該
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書

面
又
は
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
資
格
確
認
書
」
と
い
う
。）
の
有
効
期
限
は
、
交
付

又
は
提
供
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
組
合
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

交
付
又
は
提
供
に
係
る
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別

二

組
合
員
等
記
号
・
番
号
並
び
に
保
険
者
番
号
及
び
組
合
の
名
称

三

資
格
取
得
年
月
日
及
び
資
格
確
認
書
の
交
付
又
は
提
供
の
年
月
日

四

一
部
負
担
金
の
割
合
又
は
百
分
の
百
か
ら
法
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ハ
若
し
く
は
ニ
に
定
め
る
割
合
を

控
除
し
て
得
た
割
合
及
び
発
行
期
日
（
交
付
又
は
提
供
に
係
る
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
七
十
歳
に
達
す

る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
高
齢
受
給
者
証

（
第
百
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
受
給
者
証
を
い
う
。
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
と
き
に
限
る
。）

五

有
効
期
限

六

組
合
員
の
氏
名
（
被
扶
養
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

七

そ
の
他
組
合
が
定
め
る
事
項
で
あ
つ
て
組
合
員
が
書
面
へ
の
記
載
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
求
め
た

も
の

４

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
送

信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
で
あ
つ
て
複
製
等
を
防
止
し
、
又
は
抑
止
す
る
た
め
の
措

置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
す
る
。

（
資
格
確
認
書
の
記
載
事
項
の
訂
正
）

（
組
合
員
証
の
記
載
事
項
の
訂
正
）

第
九
十
五
条

組
合
員
（
資
格
確
認
書
（
書
面
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
九
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。)

の

第
九
十
五
条

組
合
員
は
、
組
合
員
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
組
合
員
証
に
当
該
変

交
付
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
電
子
資
格
確
認
（
法
第
五
十
七
条
第

更
に
関
す
る
申
告
書
を
添
え
て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
資
格
確
認
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

資
格
確
認
書
に
当
該
変
更
に
関
す
る
申
告
書
を
添
え
て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
確
認
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
記
載
事
項
を
訂
正

２

組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
証
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
記
載
事
項
を
訂
正
し

し
て
、
そ
の
組
合
員
に
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
、
そ
の
組
合
員
に
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
格
確
認
書
の
亡
失
等
）

（
組
合
員
証
の
亡
失
等
）

第
九
十
六
条

組
合
員
は
、
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
資
格
確
認
書
を
亡
失
し
、
又
は
著
し
く
損
傷
し
た
と
き

第
九
十
六
条

組
合
員
は
、
組
合
員
証
を
亡
失
し
、
又
は
著
し
く
損
傷
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
亡
失
の
場
合
を

は
、
遅
滞
な
く
、
亡
失
の
場
合
を
除
き
資
格
確
認
書
を
添
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合

除
き
組
合
員
証
を
添
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
組
合
員
証
等
再
交
付
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け

に
提
出
し
、
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

一

組
合
員
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

２

組
合
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
資
格
確
認
書
を
再
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

組
合
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
新
た
な
組
合
員
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

組
合
員
は
、
資
格
確
認
書
の
再
交
付
を
受
け
た
後
に
お
い
て
、
亡
失
し
た
資
格
確
認
書
を
発
見
し
た
と
き
は
、

３

組
合
員
は
、
組
合
員
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
に
お
い
て
、
亡
失
し
た
組
合
員
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
遅
滞

遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
組
合
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
く
、
こ
れ
を
組
合
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
格
確
認
書
の
検
認
等
）

（
組
合
員
証
の
検
認
等
）

第
九
十
七
条

組
合
は
、
組
合
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
資
格
確
認
書
の
検
認
若
し
く
は
更
新
又
は
被
扶
養
者
に

第
九
十
七
条

組
合
は
、
組
合
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
組
合
員
証
の
検
認
又
は
更
新
を
す
る
も
の
と
す
る
。

係
る
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

組
合
員
は
、
検
認
、
更
新
、
記
載
事
項
の
訂
正
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
確
認
の
た
め
、
資
格
確
認
書
又
は
被
扶

２

組
合
員
は
、
検
認
、
更
新
又
は
記
載
事
項
の
訂
正
の
た
め
、
組
合
員
証
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
遅
滞

養
者
に
係
る
確
認
に
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ

な
く
、
こ
れ
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

３

組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
検
認
し
、
更
新

３

組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
証
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
検
認
し
、
更
新
し
、

し
、
又
は
記
載
事
項
を
訂
正
し
て
、
そ
の
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
は
記
載
事
項
を
訂
正
し
て
、
そ
の
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
認
又
は
更
新
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
検
認
又
は
更
新
を
受
け
な
い
資
格
確

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
認
又
は
更
新
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
検
認
又
は
更
新
を
受
け
な
い
組
合

認
書
は
無
効
と
す
る
。

員
証
は
無
効
と
す
る
。

（
資
格
確
認
書
の
返
納
）

（
組
合
員
証
の
返
納
）

第
九
十
八
条

組
合
員
（
資
格
確
認
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、

第
九
十
八
条

組
合
員
は
、
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
と
な
つ
た
と
き
又
は

遅
滞
な
く
、
資
格
確
認
書
を
組
合
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

継
続
長
期
組
合
員
と
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
組
合
員
証
を
組
合
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

組
合
員
が
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
。

［
新
設
］

二

組
合
員
が
継
続
長
期
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
と
き
。

三

組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
と
な
つ
た
と
き
。

四

組
合
員
の
被
扶
養
者
が
そ
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
と
き
。

２

前
項
第
一
号
の
資
格
喪
失
若
し
く
は
同
項
第
四
号
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
原
因
が
死
亡
で
あ
る
場
合
又
は
同

２

前
項
の
資
格
喪
失
の
原
因
が
死
亡
で
あ
る
場
合
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
証
を
返
納
す
べ
き
者
が
死
亡

項
の
規
定
に
よ
り
資
格
確
認
書
を
返
納
す
べ
き
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
埋
葬
料
又
は
家
族
埋
葬
料
の
支
給
を

し
た
場
合
に
は
、
埋
葬
料
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
者
は
、
そ
の
請
求
の
際
、
組
合
員
証
を
組
合
に
返
納
し
な
け
れ

受
け
る
べ
き
者
は
、
そ
の
請
求
の
際
、
資
格
確
認
書
を
組
合
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
資
格
確
認
書
整
理
簿
）

（
組
合
員
証
整
理
簿
）

第
九
十
九
条

組
合
は
、
別
紙
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
資
格
確
認
書
整
理
簿
を
備
え
、
資
格
確
認
書
の
交
付
、
提
供
、

第
九
十
九
条

組
合
は
、
別
紙
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
組
合
員
証
整
理
簿
を
備
え
、
組
合
員
証
の
交
付
、
検
認
、
更

検
認
、
更
新
、
返
納
そ
の
他
所
要
の
事
項
を
記
載
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

新
、
返
納
そ
の
他
所
要
の
事
項
を
記
載
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
九
十
九
条
の
二

法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
電
磁
的
記
録
（
情
報
通
信
技
術

［
新
設
］

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
活
用
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法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
七
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
記
録
さ
れ
た
第
九
十
四
条

の
三
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
別
紙
様
式
第
十
四
号
に
よ
り
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
資
格
情
報
通
知
書
に
よ
る
通
知
）

第
九
十
九
条
の
三

組
合
は
、
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
者
（
継
続
長
期
組
合
員
で
あ
つ
た
者
で
引
き
続
き
継
続

［
新
設
］

長
期
組
合
員
以
外
と
な
つ
た
者
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
で
あ
つ
た
者
で
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定

の
適
用
を
受
け
る
組
合
員
と
な
つ
た
者
を
含
み
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
と
な
つ
た
者
を
除
く
。）
又
は

被
扶
養
者
の
要
件
を
備
え
る
者
が
生
じ
た
組
合
員
に
対
し
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
の
資
格
に
係
る
情

報
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
以
下
「
資
格
情
報
通
知
書
」
と
い
う
。）
に
よ
り
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
通
知
に
係
る
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
の
氏
名

二

組
合
員
等
記
号
・
番
号
並
び
に
保
険
者
番
号
及
び
組
合
の
名
称

三

一
部
負
担
金
の
割
合
又
は
百
分
の
百
か
ら
法
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ハ
若
し
く
は
ニ
に
定
め
る
割
合
を

控
除
し
て
得
た
割
合
並
び
に
有
効
期
限
及
び
発
効
期
日
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ

る
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
つ
て
、
高
齢
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
と
き
に
限
る
。）

四

資
格
取
得
年
月
日
及
び
通
知
年
月
日

２

組
合
は
、
前
項
の
通
知
を
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
併
せ
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
が
自
ら
の
資
格
に
係
る
情
報
を
確
認
す
る
た
め

に
通
知
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
項
の
提
示
の
み
で
は
保
険
医
療
機
関
等
（
法
第
五
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
法
第
五
十
八
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
お
い
て
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る

こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

二

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
の
特
別
な
事
情
に
よ
り
電
子
資
格
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
状
況
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
通
知
に
係
る
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド

（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
附
則
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。）
と

と
も
に
、
資
格
情
報
通
知
書
又
は
番
号
利
用
法
附
則
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス

テ
ム
を
通
じ
て
取
得
し
た
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
の
資
格
に
係
る
情
報
を
提
示
す
る
方
法
に
よ
り
、

保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
お
い
て
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
（
資
格
確
認
書
の
交

付
又
は
提
供
を
受
け
て
い
る
場
合
を
除
く
。）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
資
格
情
報
通
知
書
に
よ
る
再
通
知
）

第
九
十
九
条
の
四

組
合
員
は
、
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
資
格
確
認
書
の
交
付
又
は
提
供
を
受
け
て
い
る
組

［
新
設
］

合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
を
除
く
。）
が
資
格
情
報
通
知
書
を
亡
失
し
、
又
は
著
し
く
損
傷
し
た
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し
て
、
そ
の
再
通
知
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三

再
通
知
申
請
の
理
由
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２

組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
の
資

格
に
係
る
情
報
を
、
資
格
情
報
通
知
書
に
よ
り
組
合
員
に
再
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
組
合

員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
番
号
利
用
法
附
則
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
を
通

じ
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
取
得
で
き
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
得
で
き
る
旨
を
あ
ら
か
じ
め
当

該
組
合
員
に
通
知
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
組
合
員
被
扶
養
者
証
等
）

第
百
条

削
除

第
百
条

組
合
は
、
第
九
十
四
条
の
申
告
書
（
組
合
員
に
つ
い
て
被
扶
養
者
が
そ
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合
を

除
く
。）
を
受
理
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
別
紙
様
式
第
十
九
号
に
よ
る
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
作
成
し
、
組
合

員
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

組
合
員
は
、
被
扶
養
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
個
人
番
号
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
変
更
に

関
す
る
申
告
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
九
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
九
十
七
条
第
一
項
中
「
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
組
合
は
、
組
合

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
交
付
を
行
つ
た
組
合
員
に
対
し
、
被
扶
養
者
の
要
件
の
確
認

を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
前
条
中
「
別
紙
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
組
合
員
証
整
理
簿
」
と
あ
る
の
は
「
別
紙
様

式
第
十
九
号
の
二
に
よ
る
組
合
員
被
扶
養
者
証
整
理
簿
」
と
、「
、
組
合
員
証
」
と
あ
る
の
は
「
、
組
合
員
被
扶
養

者
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
高
齢
受
給
者
証
の
交
付
等
）

（
高
齢
受
給
者
証
の
交
付
等
）

第
百
条
の
二

組
合
は
、
組
合
員
が
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

第
百
条
の
二

組
合
は
、
組
合
員
が
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
る
場
合
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
法
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ハ
若
し
く
は
ニ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

こ
と
と
な
る
と
き
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
法
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ハ
若
し
く
は
ニ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
資
格
確
認
書
（
一
部
負
担
金
の
割
合
又

す
る
こ
と
と
な
る
と
き
に
は
、
遅
滞
な
く
、
別
紙
様
式
第
二
十
号
に
よ
る
高
齢
受
給
者
証
を
作
成
し
、
組
合
員
に

は
百
分
の
百
か
ら
法
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ハ
若
し
く
は
ニ
に
定
め
る
割
合
を
控
除
し
て
得
た
割
合
が
記
載

対
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
組
合
員
証
（
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
被
扶
養
者
証
、

さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。）
の
交
付
又
は
提
供
を
受
け
て
い
る
と
き
に
は
、
遅
滞
な
く
、
別

第
百
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
並
び
に
第
百
八
十
四
条
第
一

紙
様
式
第
二
十
号
に
よ
る
高
齢
受
給
者
証
を
作
成
し
、
組
合
員
に
対
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
組
合
員
証
及
び
任
意
継
続
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
含
む
。）
に
一
部
負
担
金
の
割
合
又
は

百
分
の
百
か
ら
法
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ハ
若
し
く
は
ニ
に
定
め
る
割
合
を
控
除
し
て
得
た
割
合
及
び
高
齢

受
給
者
証
を
兼
ね
る
旨
を
明
記
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま
で
の
規
定
（
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。）
は
、
高
齢
受
給
者
証
に

３

第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま
で
の
規
定
（
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。）
は
、
高
齢
受
給
者
証
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
し

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
の
資
格
喪
失
の
」
と
あ
る
の
は
「
第

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
の
資
格
喪
失
若
し
く
は
同
項
第
四
号
」
と
あ

百
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
資
格
喪
失
又
は
同
項
第
三
号
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
」
と
、「
埋
葬
料
」
と
あ
る
の

る
の
は
「
第
百
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
資
格
喪
失
若
し
く
は
同
項
第
三
号
」
と
、
第
九
十
九
条
中
「
別
紙
様
式

は
「
埋
葬
料
又
は
家
族
埋
葬
料
」
と
、
第
九
十
九
条
中
「
別
紙
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
組
合
員
証
整
理
簿
」
と
あ

第
十
七
号
に
よ
る
資
格
確
認
書
整
理
簿
」
と
あ
る
の
は
「
別
紙
様
式
第
二
十
号
の
二
に
よ
る
高
齢
受
給
者
証
整
理

る
の
は
「
別
紙
様
式
第
二
十
号
の
二
に
よ
る
高
齢
受
給
者
証
整
理
簿
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

簿
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
標
準
報
酬
の
決
定
等
）

（
標
準
報
酬
の
決
定
等
）

第
百
一
条
の
二

組
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
標
準
報
酬
定
時
決
定
基
礎
届
の
提
出
を
当
該
組
合
員
の

第
百
一
条
の
二

［
同
上
］

給
与
支
給
機
関
か
ら
受
け
、
標
準
報
酬
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

組
合
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

一

組
合
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
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［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

２

組
合
は
、
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
標
準
報
酬
新
規
・

２

［
同
上
］

転
入
基
礎
届
の
提
出
を
当
該
組
合
員
の
給
与
支
給
機
関
か
ら
受
け
、
標
準
報
酬
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

組
合
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

一

組
合
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

３

組
合
は
、
法
第
四
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
の
標
準
報
酬
を
改
定
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

３

［
同
上
］

項
を
記
載
し
た
標
準
報
酬
随
時
改
定
基
礎
届
の
提
出
を
当
該
組
合
員
の
給
与
支
給
機
関
か
ら
受
け
、
標
準
報
酬
を

改
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

組
合
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

一

組
合
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

４

組
合
は
、
法
第
四
十
三
条
第
十
二
項
の
申
出
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
（
以
下
「
育
児
休
業
等
」

４

［
同
上
］

と
い
う
。）
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
当
該
育
児
休
業
等
の
承
認
期
間
を
証
明
す
る
証
拠
書
類
の
提

出
が
組
合
員
か
ら
あ
り
標
準
報
酬
を
改
定
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
標
準
報
酬
育
児
休
業
等

終
了
時
改
定
基
礎
届
の
提
出
を
当
該
組
合
員
の
給
与
支
給
機
関
か
ら
受
け
、
標
準
報
酬
を
改
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

組
合
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

一

組
合
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

５

組
合
は
、
法
第
四
十
三
条
第
十
四
項
の
申
出
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
産
前
産
後
休
業
（
以
下
「
産
前
産
後
休

５

［
同
上
］

業
」
と
い
う
。）
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
当
該
産
前
産
後
休
業
の
取
得
期
間
を
証
明
す
る
証
拠
書

類
の
提
出
が
組
合
員
か
ら
あ
り
標
準
報
酬
を
改
定
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
標
準
報
酬
産
前

産
後
休
業
終
了
時
改
定
基
礎
届
の
提
出
を
当
該
組
合
員
の
給
与
支
給
機
関
か
ら
受
け
、
標
準
報
酬
を
改
定
す
る
も

の
と
す
る
。

一

組
合
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

一

組
合
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
６
～

略
］

［
６
～

同
上
］

13

13

（
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
決
定
）

（
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
決
定
）

第
百
一
条
の
十

組
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
標
準
期
末
手
当
等
の
額
決
定
基
礎
届
の
提
出
を
当
該
組

第
百
一
条
の
十

［
同
上
］

合
員
の
給
与
支
給
機
関
か
ら
受
け
、
標
準
期
末
手
当
等
の
額
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

組
合
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

一

組
合
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
２
～
９

略
］

［
２
～
９

同
上
］

（
支
払
未
済
の
給
付
）

（
支
払
未
済
の
給
付
）

第
百
二
条

法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第

第
百
二
条

［
同
上
］

一
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
退
職
等
年
金
給
付
に
係
る
支
払
未
済
の
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
限
る
。）
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ
れ
ら
の
組
合
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
を
除
き
、
市
町
村

連
合
会
。
次
条
、
第
百
二
十
一
条
第
三
項
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、

第
百
二
十
六
条
第
二
項
、
第
百
二
十
八
条
か
ら
第
百
四
十
五
条
ま
で
、
第
百
四
十
七
条
か
ら
第
百
五
十
三
条
ま
で
、
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第
百
五
十
五
条
、
第
百
五
十
六
条
、
第
百
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
五
十
九
条
の
二
、
第
百
五
十
九

条
の
三
第
一
項
、
第
百
六
十
条
第
二
項
並
び
に
第
百
六
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

［
一
～
二

略
］

［
一
～
二

同
上
］

二
の
二

死
亡
し
た
者
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
（
当
該
給
付
が
退
職
等
年
金
給
付
で
あ
る
場
合
に
は
、
基
礎
年

二
の
二

死
亡
し
た
者
の
組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
（
当
該
給
付
が
退
職
等
年
金
給
付
で
あ
る
場
合
に

金
番
号
）

は
、
基
礎
年
金
番
号
）

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
損
害
の
届
出
）

（
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
損
害
の
届
出
）

第
百
三
条

給
付
事
由
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
つ
て
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る

第
百
三
条

［
同
上
］

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
損
害
賠
償
申
告
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
（
厚
生
年
金
保
険
給
付
又
は
退
職
等
年
金
給
付
を
請
求
す
る
場
合
に

一
の
二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
（
厚
生
年
金
保
険
給
付
又
は
退
職
等
年
金
給
付
を
請
求
す
る
場
合

あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
）
又
は
個
人
番
号

に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
）
又
は
個
人
番
号

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

（
療
養
の
給
付
等
）

（
療
養
の
給
付
等
）

第
百
四
条

［
略
］

第
百
四
条

［
同
上
］

２

法
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
方
法
と
し
て
そ
の
他
主
務
省
令
で

２

［
同
上
］

定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

資
格
確
認
書
を
提
出
し
、
又
は
提
示
す
る
方
法

一

組
合
員
証
を
提
出
す
る
方
法

［
二

略
］

［
二

同
上
］

三

保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
、
過
去
に
取
得
し
た
療
養
又
は
指
定
訪
問
看
護
（
法
第
五

三

保
険
医
療
機
関
等
（
法
第
五
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
又
は
薬
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又

十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
組
合
員
の

は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下

資
格
に
係
る
情
報
を
用
い
て
、
組
合
に
対
し
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
照
会
を
行
い
、
組
合
か
ら

同
じ
。）
が
、
過
去
に
取
得
し
た
療
養
又
は
指
定
訪
問
看
護
（
法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪

回
答
を
受
け
て
取
得
し
た
直
近
の
当
該
情
報
を
確
認
す
る
方
法
（
当
該
者
が
当
該
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養

問
看
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
組
合
員
の
資
格
に
係
る
情
報
を
用
い
て
、
組
合
に
対

（
居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護
又
は
居
宅
に
お
け
る
薬
学
的
管

し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か

理
及
び
指
導
に
限
る
。）
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受

じ
め
照
会
を
行
い
、
組
合
か
ら
回
答
を
受
け
て
取
得
し
た
直
近
の
当
該
情
報
を
確
認
す
る
方
法
（
当
該
者
が
当

け
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
電
子
資
格
確
認
に

該
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
（
居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護

よ
る
確
認
を
受
け
て
か
ら
継
続
的
な
療
養
又
は
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
て
い
る
と
き
に
限
る
。）

又
は
居
宅
に
お
け
る
薬
学
的
管
理
及
び
指
導
に
限
る
。）
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
当
該
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護

事
業
者
か
ら
電
子
資
格
確
認
（
法
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
を
い
う
。
第
百
八
条
第
一

項
及
び
附
則
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
よ
る
確
認
を
受
け
て
か
ら
継
続
的
な
療
養
又
は
指
定
訪
問
看
護
を

受
け
て
い
る
と
き
に
限
る
。）

四

そ
の
他
主
務
大
臣
が
定
め
る
方
法

［
新
設
］

３

法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
組
合
員
が
、
保
険
医
療
機
関
等
に
資
格

３

法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
組
合
員
が
、
保
険
医
療
機
関
等
に
組
合

確
認
書
（
一
部
負
担
金
の
割
合
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

員
証
又
は
処
方
箋
を
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
組
合
員
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
と
き
は
、
組
合
員
証
又
は
処

同
じ
。）
を
提
出
し
、
若
し
く
は
提
示
す
る
方
法
又
は
処
方
箋
を
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
組
合
員
で
あ
る
こ
と
の
確

方
箋
に
高
齢
受
給
者
証
を
添
え
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
当
該
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認
を
受
け
る
と
き
は
、
資
格
確
認
書
又
は
処
方
箋
に
高
齢
受
給
者
証
を
添
え
て
提
出
し
、
又
は
提
示
す
る
も
の
と

組
合
員
が
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
当
該
組
合
員
が
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
の
適
用

の
限
り
で
な
い
。

を
受
け
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
令
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
申
請
等
）

（
令
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
申
請
等
）

第
百
四
条
の
二

［
略
］

第
百
四
条
の
二

［
同
上
］

２

令
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
組
合
員
（
同
項

２

［
同
上
］

第
一
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）
は
、
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
つ
た
者
（
同
号
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
で
あ
つ
た
者

を
い
う
。）
が
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
後
期
高
齢
者
の
被
保
険
者
等
の
資
格
喪
失
等
申
出
書
に
そ
の
事
実
を

証
明
す
る
証
拠
書
類
を
添
え
て
、
組
合
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

（
食
事
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
に
関
す
る
特
例
）

（
食
事
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
に
関
す
る
特
例
）

第
百
六
条
の
五

［
略
］

第
百
六
条
の
五

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

２

［
同
上
］

た
入
院
時
食
事
療
養
費
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
九

略
］

［
三
～
九

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
療
養
費
）

（
療
養
費
）

第
百
七
条

法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

第
百
七
条

［
同
上
］

載
し
た
療
養
費
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
八

略
］

［
三
～
八

同
上
］

九

療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
を
受

九

組
合
員
証
を
使
用
し
な
か
つ
た
理
由

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
理
由

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
訪
問
看
護
療
養
費
）

（
訪
問
看
護
療
養
費
）

第
百
八
条

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
電
子
資
格
確
認
に
よ
る
こ
と

第
百
八
条

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
電
子
資
格
確
認
に
よ
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
資
格
確
認
書
を
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
提
出
し
、
又
は
提
示
す
る
も
の
と
す
る
。

が
で
き
な
い
と
き
は
、
組
合
員
証
を
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
組
合
員
が
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に

２

法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
組
合
員
が
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に

資
格
確
認
書
（
一
部
負
担
金
の
割
合
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

組
合
員
証
を
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
組
合
員
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
と
き
は
、
組
合
員
証
に
高
齢
受
給
者

い
て
同
じ
。）
を
提
出
し
、
又
は
提
示
す
る
方
法
に
よ
り
組
合
員
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
と
き
は
、
資
格
確

証
を
添
え
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
お
い
て
、
当
該
組
合
員
が
同
項

認
書
に
高
齢
受
給
者
証
を
添
え
て
提
出
し
、
又
は
提
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業

第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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者
に
お
い
て
、
当
該
組
合
員
が
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
移
送
費
）

（
移
送
費
）

第
百
八
条
の
二

法
第
五
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
移
送
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

第
百
八
条
の
二

［
同
上
］

事
項
を
記
載
し
た
移
送
費
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
八

略
］

［
三
～
八

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
特
別
療
養
証
明
書
）

（
特
別
療
養
証
明
書
）

第
百
九
条

［
略
］

第
百
九
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

第
九
十
五
条
、
第
九
十
六
条
、
第
九
十
八
条
第
二
項
、
第
九
十
九
条
、
第
百
四
条
第
二
項
、
第
百
六
条
の
五
及

４

第
九
十
五
条
、
第
九
十
六
条
、
第
九
十
八
条
第
二
項
、
第
九
十
九
条
、
第
百
四
条
第
二
項
、
第
百
六
条
の
五
及

び
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

び
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
の
資
格
喪
失
の
原
因
が
死
亡
で
あ
る
場
合
又
は
同
項
」
と
あ

と
、
第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
の
資
格
喪
失
若
し
く
は
同
項
第
四
号
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
原
因

る
の
は
「
第
百
九
条
第
三
項
」
と
、「
受
け
る
べ
き
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
る
べ
き
者
（
そ
の
者
が
な
い
場
合
に

が
死
亡
で
あ
る
場
合
又
は
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
条
第
三
項
」
と
、「
埋
葬
料
又
は
家
族
埋
葬
料
」
と
あ
る

は
埋
葬
を
行
つ
た
者
）
」
と
、
第
九
十
九
条
中
「
別
紙
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
組
合
員
証
整
理
簿
」
と
あ
る
の
は
「
別

の
は
「
埋
葬
料
」
と
、「
受
け
る
べ
き
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
る
べ
き
者
（
そ
の
者
が
な
い
場
合
に
は
埋
葬
を
行

紙
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
る
特
別
療
養
証
明
書
整
理
簿
」
と
、
第
百
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
組
合
員
証
」
と
あ

つ
た
者
）」
と
、
第
九
十
九
条
中
「
別
紙
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
資
格
確
認
書
整
理
簿
」
と
あ
る
の
は
「
別
紙
様
式

る
の
は
「
特
別
療
養
証
明
書
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
組
合
員
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規

第
二
十
四
号
に
よ
る
特
別
療
養
証
明
書
整
理
簿
」
と
、
第
百
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
資
格
確
認
書
」
と
あ
る
の

定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
」
と
、
第
百
八
条
第
一
項
中
「
組
合
員
証
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
療
養
証
明
書
」
と
す

は
「
特
別
療
養
証
明
書
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
組
合
員
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の

る
。

適
用
を
受
け
る
者
の
」
と
、
第
百
八
条
第
一
項
中
「
資
格
確
認
書
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
療
養
証
明
書
」
と
す
る
。

（
家
族
療
養
費
）

（
家
族
療
養
費
）

第
百
十
条

第
百
四
条
及
び
第
百
六
条
の
規
定
は
、
被
扶
養
者
が
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
を
受
け
る
場
合
に
つ

第
百
十
条

第
百
四
条
及
び
第
百
六
条
の
規
定
は
、
被
扶
養
者
が
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
を
受
け
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
四
条
第
二
項
第
三
号
中
「
組
合
員
の
」
と
あ
る
の
は
「
被
扶
養
者

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
組
合
員
証
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
員
被

の
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
九
条
第
二

扶
養
者
証
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
組
合
員
の
」
と
あ
る
の
は
「
被
扶
養
者
の
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
法
第
五

項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
」
と
、
「
組
合
員
が
」
と
あ
る
の
は
「
被
扶
養
者
が
」
と
、「
一
部
負
担
金
の
割
合
」
と
あ
る

十
七
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
」
と
、「
組
合
員

の
は
「
百
分
の
百
か
ら
同
号
ハ
若
し
く
は
ニ
に
定
め
る
割
合
を
控
除
し
て
得
た
割
合
」
と
、「
組
合
員
で
」
と
あ
る

が
」
と
あ
る
の
は
「
被
扶
養
者
が
」
と
、「
組
合
員
証
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
員
被
扶
養
者
証
」
と
、「
組
合
員
で
」

の
は
「
被
扶
養
者
で
」
と
、「
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ハ
又
は
ニ
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
あ
る
の
は
「
被
扶
養
者
で
」
と
、「
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ハ
又
は
ニ
」
と
読
み
替
え

と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

２

第
百
六
条
の
五
、
第
百
七
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
家
族
療
養
費
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

２

第
百
六
条
の
五
、
第
百
七
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
家
族
療
養
費
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
百
六
条
の
五
第
二
項
中
「
入
院
時
食
事
療
養
費
請
求
書
」
と
あ
る
の
は
「
家
族
療
養
費
請
求
書
」
と
、「
組
合
員

第
百
六
条
の
五
第
二
項
中
「
入
院
時
食
事
療
養
費
請
求
書
」
と
あ
る
の
は
「
家
族
療
養
費
請
求
書
」
と
、「
組
合
員

の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
」
と
、
第
百

証
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
員
証
及
び
組
合
員
被
扶
養
者
証
」
と
、
第
百
七
条
第
一
項
中
「
法
第
五
十
八
条
」
と
あ

七
条
第
一
項
中
「
法
第
五
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
九
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
」

る
の
は
「
法
第
五
十
九
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
」
と
、「
療
養
費
請
求
書
」
と
あ
る
の
は
「
家

と
、
「
療
養
費
請
求
書
」
と
あ
る
の
は
「
家
族
療
養
費
請
求
書
」
と
、
「
組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
」
と
あ

族
療
養
費
請
求
書
」
と
、「
組
合
員
証
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
員
証
及
び
組
合
員
被
扶
養
者
証
」
と
、
同
条
第
二
項

る
の
は
「
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
五
十
八
条
」
と

中
「
法
第
五
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
九
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
」
と
、
同
条

あ
る
の
は
「
法
第
五
十
九
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
療
養
費
請
求

第
四
項
中
「
療
養
費
請
求
書
」
と
あ
る
の
は
「
家
族
療
養
費
請
求
書
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
法
第
六
十
一
条
第
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書
」
と
あ
る
の
は
「
家
族
療
養
費
請
求
書
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
法
第
六
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、「
資
格
を
喪
失
し
た
後
」
と
あ
る
の
は
「
退
職

第
六
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、「
資
格
を
喪
失
し
た
後
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
又
は
死
亡
後
」
と
、
同
条

又
は
死
亡
後
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
資
格
を
喪
失
し
た
後
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
又
は
死
亡
後
」
と
、
同
条
第

第
三
項
中
「
資
格
を
喪
失
し
た
後
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
又
は
死
亡
後
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
法
第
六
十
一
条

四
項
中
「
法
第
六
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、「
第
百
九
条
第
三

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、「
第
百
九
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
九
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
九
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
。

（
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
）

（
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
）

第
百
十
条
の
二

［
略
］

第
百
十
条
の
二

［
同
上
］

２

第
百
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
被
扶
養
者
が
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け

２

第
百
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
被
扶
養
者
が
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
組
合
員
証
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
員
被

三
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
」
と
、「
組
合
員
が
」
と
あ
る
の
は
「
被
扶
養
者

扶
養
者
証
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
九

が
」
と
、「
一
部
負
担
金
の
割
合
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
か
ら
同
号
ハ
若
し
く
は
ニ
に
定
め
る
割
合
を
控
除
し

条
第
二
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
」
と
、「
組
合
員
が
」
と
あ
る
の
は
「
被
扶
養
者
が
」
と
、
「
組
合
員
証
」
と
あ
る
の

て
得
た
割
合
」
と
、
「
組
合
員
で
」
と
あ
る
の
は
「
被
扶
養
者
で
」
と
、「
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の

は
「
組
合
員
被
扶
養
者
証
」
と
、「
組
合
員
で
」
と
あ
る
の
は
「
被
扶
養
者
で
」
と
、「
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」

は
「
同
号
ハ
又
は
ニ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
同
号
ハ
又
は
ニ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
家
族
移
送
費
）

（
家
族
移
送
費
）

第
百
十
条
の
三

第
百
八
条
の
二
の
規
定
は
、
家
族
移
送
費
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

第
百
十
条
の
三

第
百
八
条
の
二
の
規
定
は
、
家
族
移
送
費
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
中
「
移
送
費
請
求
書
」
と
あ
る
の
は
「
家
族
移
送
費
請
求
書
」
と
、「
組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
」
と

一
項
中
「
移
送
費
請
求
書
」
と
あ
る
の
は
「
家
族
移
送
費
請
求
書
」
と
、「
組
合
員
証
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
員
証

あ
る
の
は
「
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

及
び
組
合
員
被
扶
養
者
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
月
間
の
高
額
療
養
費
の
決
定
の
請
求
等
）

（
月
間
の
高
額
療
養
費
の
決
定
の
請
求
等
）

第
百
十
条
の
四

法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
（
令
第
二
十
三
条
の
三
の
二
の
規
定
に

第
百
十
条
の
四

［
同
上
］

よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
高
額
療
養
費
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
（
療
養
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
被
扶
養
者
を
含
む
。）
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人

二

組
合
員
証
（
療
養
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
含
む
。）
の
組
合
員
等
記
号
・
番

番
号

号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
十
一

略
］

［
三
～
十
一

同
上
］

十
二

そ
の
他
必
要
な
事
項

十
二

組
合
員
証
又
は
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
使
用
し
な
か
つ
た
場
合
は
、
使
用
し
な
か
つ
た
理
由

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
係
る
組
合
の
認
定
）

（
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
係
る
組
合
の
認
定
）

第
百
十
条
の
四
の
二

令
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認

第
百
十
条
の
四
の
二

［
同
上
］

定
」
と
い
う
。）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
そ
の
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
扶
養
す
る
組
合
員
）

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
七
項

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
給
付
」
と

い
う
。
）
の
実
施
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
施
機
関
」
と
い
う
。）
を
経
由
し
て
、
組
合
に
申
し
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
（
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
被
扶
養
者
を
含
む
。）
の
組
合
員
等
記

二

組
合
員
証
（
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
含
む
。）
の

号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号
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［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

［
２
～
７

略
］

［
２
～
７

同
上
］

（
特
定
疾
病
の
認
定
）

（
特
定
疾
病
の
認
定
）

第
百
十
条
の
四
の
三

令
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認

第
百
十
条
の
四
の
三

［
同
上
］

定
」
と
い
う
。）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
そ
の
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
扶
養
す
る
組
合
員
）

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
（
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
被
扶
養
者
を
含
む
。）
の
組
合
員
等
記

二

組
合
員
証
（
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
含
む
。）
の

号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

組
合
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
に
基
づ
き
認
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の

３

組
合
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
に
基
づ
き
認
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
六
号
に

者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
扶
養
す
る
組
合
員
）
で
あ
つ
て
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者

よ
る
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
を
作
成
し
、
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
を

に
係
る
資
格
確
認
書
の
交
付
又
は
提
供
を
受
け
て
い
る
も
の
に
対
し
て
別
紙
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
特
定
疾
病

扶
養
す
る
組
合
員
）
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

療
養
受
療
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

認
定
を
受
け
、
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
令
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
療
養
を
受
け
よ
う
と
す

４

認
定
を
受
け
、
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
令
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
療
養
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
、
第
百
四
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
組
合
員
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け

る
者
が
、
第
百
四
条
第
二
項
（
第
三
号
を
除
く
。）
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
組
合
員
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け

る
と
き
（
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
四
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規

る
と
き
（
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
四
条
第
二
項
（
第
三
号
を
除
く
。）
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
り
被
扶
養
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
と
き
を
含
む
。）
は
、
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
を
当

定
す
る
方
法
に
よ
り
被
扶
養
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
と
き
を
含
む
。）
は
、
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
を
当

該
保
険
医
療
機
関
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
提

該
保
険
医
療
機
関
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
５

略
］

［
５

同
上
］

６

第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

６

第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

お
い
て
、
第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

７

前
各
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７

前
各
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
被
扶
養
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
被
扶
養
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
退
職
し
た
際
に
被
扶
養
者
で
あ
つ
た
者
」
と
、「
そ
の
者
を
扶
養
す
る
組
合
員
」
と
あ
る

る
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
退
職
し
た
際
に
被
扶
養
者
で
あ
つ
た
者
」
と
、「
そ
の
者
を
扶
養
す
る
組
合
員
」
と
あ
る

の
は
「
退
職
し
た
際
に
そ
の
者
を
扶
養
し
て
い
た
組
合
員
で
あ
つ
た
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
組
合
員
（
認
定

の
は
「
退
職
し
た
際
に
そ
の
者
を
扶
養
し
て
い
た
組
合
員
で
あ
つ
た
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
組
合
員
証
」
と

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
被
扶
養
者
を
含
む
。
）」
と
あ
る
の
は
「
特
別
療
養
証
明
書
」

あ
る
の
は
「
特
別
療
養
証
明
書
」
と
、
第
三
項
中
「
被
扶
養
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定

と
、
第
三
項
中
「
資
格
確
認
書
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
療
養
証
明
書
」
と
、「
被
扶
養
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六

の
適
用
を
受
け
る
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
退
職
し
た
際
に
被
扶
養
者
で
あ
つ
た
者
」
と
、「
そ
の
者
を
扶
養
す
る
組

十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
退
職
し
た
際
に
被
扶
養
者
で
あ
つ
た
者
」と
、「
そ

合
員
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
し
た
際
に
そ
の
者
を
扶
養
し
て
い
た
組
合
員
で
あ
つ
た
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

の
者
を
扶
養
す
る
組
合
員
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
し
た
際
に
そ
の
者
を
扶
養
し
て
い
た
組
合
員
で
あ
つ
た
者
」
と
、

す
る
。

「
当
該
組
合
員
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
組
合
員
で
あ
つ
た
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
年
間
の
高
額
療
養
費
の
決
定
の
請
求
等
）

（
年
間
の
高
額
療
養
費
の
決
定
の
請
求
等
）

第
百
十
条
の
四
の
四

法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
（
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一

第
百
十
条
の
四
の
四

［
同
上
］

項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
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る
基
準
日
組
合
員
（
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
組
合
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

一

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

（
年
間
の
高
額
療
養
費
の
支
給
及
び
証
明
書
の
交
付
の
申
請
等
）

（
年
間
の
高
額
療
養
費
の
支
給
及
び
証
明
書
の
交
付
の
申
請
等
）

第
百
十
条
の
四
の
五

法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
（
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
二

第
百
十
条
の
四
の
五

［
同
上
］

項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
支
給

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
規
定
す
る
組
合
員
で
あ
つ
た
者

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
額
が
零
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

一

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

組
合
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
証
明
書

３

［
同
上
］

を
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
又
は
第
六
項
に
規

定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号

一

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号

［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

［
４
～
６

略
］

［
４
～
６

同
上
］

（
限
度
額
適
用
の
認
定
等
）

（
限
度
額
適
用
の
認
定
等
）

第
百
十
条
の
五

［
略
］

第
百
十
条
の
五

［
同
上
］

２

組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
扶
養
す

２

組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
扶
養
す

る
組
合
員
）
で
あ
つ
て
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
資
格
確
認
書
の
交
付
又
は
提
供
を
受
け
て
い

る
組
合
員
）
か
ら
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
限
度
額
適
用
認
定
証
交
付
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、

る
も
の
か
ら
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
限
度
額
適
用
認
定
証
交
付
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
認
定

別
紙
様
式
第
二
十
五
号
に
よ
る
限
度
額
適
用
認
定
証
を
作
成
し
、
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の
者
が
被
扶
養
者
で
あ

を
受
け
た
者
（
そ
の
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
扶
養
す
る
組
合
員
）
に
対
し
て
別
紙
様
式
第
二

る
と
き
は
、
そ
の
者
を
扶
養
す
る
組
合
員
）
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
五
号
に
よ
る
限
度
額
適
用
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
被
扶
養
者
を
含
む
。）
の
組

二

組
合
員
証
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
を

合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

含
む
。）
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
六

略
］

［
三
～
六

同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

５

第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま
で
の
規
定
（
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。）
は
、
限
度
額
適
用
認
定

５

第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま
で
の
規
定
（
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。）
は
、
限
度
額
適
用
認
定

証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
の
資
格
喪
失
若
し
く
は

証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
の
資
格
喪
失
の
」
と
あ
る
の
は

同
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
条
の
五
第
四
項
第
一
号
の
資
格
喪
失
若
し
く
は
同
項
第
三
号
」
と
読
み
替

「
第
百
十
条
の
五
第
四
項
第
一
号
の
資
格
喪
失
又
は
同
項
第
三
号
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
」
と
、「
埋
葬
料
」
と
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え
る
も
の
と
す
る
。

あ
る
の
は
「
埋
葬
料
又
は
家
族
埋
葬
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
、
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
療
養
を
受
け
よ
う

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
、
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
療
養
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
第
百
四
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
又
は
第
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す

と
す
る
者
は
、
第
百
四
条
第
二
項
（
第
三
号
を
除
く
。）
に
規
定
す
る
方
法
又
は
第
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方

る
方
法
に
よ
り
組
合
員
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
場
合
（
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準

法
に
よ
り
組
合
員
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
場
合
（
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す

用
す
る
第
百
四
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
又
は
第
百
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
第
百
四
条
第
二
項
（
第
三
号
を
除
く
。）
に
規
定
す
る
方
法
又
は
第
百
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
被
扶
養
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る

え
て
準
用
す
る
第
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
被
扶
養
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
場
合
を
含

場
合
を
含
む
。）
に
お
い
て
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と

む
。）
に
お
い
て
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
確
認
を

の
確
認
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
を
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に

求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
を
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
提
出
し
な

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
７

略
］

［
７

同
上
］

（
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
の
認
定
）

（
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
の
認
定
）

第
百
十
条
の
六

令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
ホ
、
第
二
号
ホ
若
し
く
は
ヘ
、
第
三
号
ホ
若
し
く
は
ヘ

第
百
十
条
の
六

［
同
上
］

若
し
く
は
第
四
号
ロ
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
四
項
又
は
第
五
項
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定

に
よ
る
組
合
の
認
定
又
は
同
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
（
令
第
二
十
三
条
の
三
の

四
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

単
に
「
認
定
」
と
い
う
。）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
そ
の
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
扶
養
す
る

組
合
員
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
（
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
被
扶
養
者
を
含
む
。）
の
組
合
員
等
記

二

組
合
員
証
（
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
含
む
。）
の

号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
六

略
］

［
三
～
六

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

組
合
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
に
基
づ
き
認
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の

３

組
合
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
に
基
づ
き
認
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
の

者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
扶
養
す
る
組
合
員
）
で
あ
つ
て
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者

二
に
よ
る
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
以
下
「
限
度
額
適
用
証
」
と
い
う
。）
を
作
成
し
、
有
効
期

に
係
る
資
格
確
認
書
の
交
付
又
は
提
供
を
受
け
て
い
る
も
の
に
対
し
て
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
の
二
に
よ
る
限
度

限
を
定
め
、
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
扶
養
す
る
組
合
員
）
に
交
付

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
以
下
「
限
度
額
適
用
証
」
と
い
う
。）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
４

略
］

［
４

同
上
］

５

第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま
で
の
規
定
（
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。）
は
、
限
度
額
適
用
証
に

５

第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま
で
の
規
定
（
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。）
は
、
限
度
額
適
用
証
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
し

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
の
資
格
喪
失
の
」
と
あ
る
の
は
「
第

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
の
資
格
喪
失
若
し
く
は
同
項
第
四
号
」
と
あ

百
十
条
の
六
第
四
項
第
一
号
の
資
格
喪
失
又
は
同
項
第
三
号
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
」
と
、「
埋
葬
料
」
と
あ
る

る
の
は
「
第
百
十
条
の
六
第
四
項
第
一
号
の
資
格
喪
失
若
し
く
は
同
項
第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
「
埋
葬
料
又
は
家
族
埋
葬
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

認
定
を
受
け
、
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
療
養
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
百
四

６

認
定
を
受
け
、
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
療
養
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
百
四

条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
又
は
第
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
組
合
員

条
第
二
項
（
第
三
号
を
除
く
。）
に
規
定
す
る
方
法
又
は
第
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
組
合
員
で
あ

で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
場
合
（
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
四
条
第
二

る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
場
合
（
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
四
条
第
二
項
（
第

項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
又
は
第
百
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す

三
号
を
除
く
。）
に
規
定
す
る
方
法
又
は
第
百
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
八
条

る
第
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
被
扶
養
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。）
に
お
い

第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
被
扶
養
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。）
に
お
い
て
、
当
該
保
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て
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
ら
れ
た

険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
限

と
き
は
、
限
度
額
適
用
証
を
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

度
額
適
用
証
を
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

た
だ
し
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な

緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
。

［
７

略
］

［
７

同
上
］

（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
決
定
の
請
求
等
）

（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
決
定
の
請
求
等
）

第
百
十
条
の
七

申
請
者
（
法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す

第
百
十
条
の
七

［
同
上
］

る
基
準
日
組
合
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

一

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
及
び
証
明
書
の
交
付
の
申
請
等
）

（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
及
び
証
明
書
の
交
付
の
申
請
等
）

第
百
十
条
の
八

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
令

第
百
十
条
の
八

［
同
上
］

第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
組
合
員
で
あ
つ
た
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
第
四
号
に
掲
げ
る
額
が
零
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

一

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

２

組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
証
明
書
を

２

［
同
上
］

申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
場

合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号

一

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号

［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

（
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
）

（
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
）

第
百
十
一
条

法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
出
産
費
又
は
家
族
出
産
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

第
百
十
一
条

［
同
上
］

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
出
産
費
請
求
書
又
は
家
族
出
産
費
請
求
書
に
出
産
に
つ
い
て
の
医
師
又
は
助
産
師
の
証

明
書
を
添
え
て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

組
合
員
（
家
族
出
産
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
被
扶
養
者
を
含
む
。）
の
組
合
員
等
記
号
・
番

一

組
合
員
証
（
家
族
出
産
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
含
む
。）
の
組
合
員

号
又
は
個
人
番
号

等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
埋
葬
料
及
び
家
族
埋
葬
料
）

（
埋
葬
料
及
び
家
族
埋
葬
料
）

第
百
十
二
条

法
第
六
十
五
条
又
は
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
埋
葬
料
又
は
家
族
埋
葬
料
の
支
給
を
受
け
よ
う
と

第
百
十
二
条

［
同
上
］

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
組
合
員
が
死
亡
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
組
合
員
の
個
人
番
号
を
除
き
、
被

扶
養
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
被
扶
養
者
の
個
人
番
号
を
除
く
。）
を
記
載
し
た
埋
葬
料
請
求
書
又
は
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家
族
埋
葬
料
請
求
書
に
市
町
村
長
の
埋
葬
許
可
証
又
は
火
葬
許
可
証
の
写
し
（
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
埋
葬
料
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
及
び
埋
葬
に
要
し
た
費
用
の
額
に
関

す
る
証
拠
書
類
）
を
添
え
て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場

合
に
は
、
死
亡
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
又
は
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
組

合
の
委
託
を
受
け
て
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
自
治
省
令
第
二
十
号
）
第
二
条
の

十
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機

構
か
ら
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
提
供
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
も
つ
て
、
埋
葬
許
可
証
又
は
火
葬
許
可
証
の

写
し
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
（
組
合
員
の
死
亡
の
当
時
被
扶
養
者
で
あ
つ
た
者
が
埋
葬
料
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
又

二

組
合
員
証
（
組
合
員
の
死
亡
の
当
時
被
扶
養
者
で
あ
つ
た
者
が
埋
葬
料
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、

は
組
合
員
が
家
族
埋
葬
料
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
被
扶
養
者
を
含
む
。）
の
組
合
員
等
記
号
・
番

又
は
組
合
員
が
家
族
埋
葬
料
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
含
む
。）
の
組
合
員

号
又
は
個
人
番
号

等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
七

略
］

［
三
～
七

同
上
］

（
傷
病
手
当
金
）

（
傷
病
手
当
金
）

第
百
十
三
条

法
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

第
百
十
三
条

［
同
上
］

を
記
載
し
た
傷
病
手
当
金
請
求
書
に
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
十
三

略
］

［
三
～
十
三

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
出
産
手
当
金
）

（
出
産
手
当
金
）

第
百
十
四
条

法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

第
百
十
四
条

［
同
上
］

を
記
載
し
た
出
産
手
当
金
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
九

略
］

［
三
～
九

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
休
業
手
当
金
）

（
休
業
手
当
金
）

第
百
十
五
条

法
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
休
業
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

第
百
十
五
条

［
同
上
］

記
載
し
た
休
業
手
当
金
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
六

略
］

［
三
～
六

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］
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（
育
児
休
業
手
当
金
）

（
育
児
休
業
手
当
金
）

第
百
十
五
条
の
二

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
第
百
十
五
条
の
二

［
同
上
］

の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
育
児
休
業

手
当
金
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
八

略
］

［
三
～
八

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
一
項
の
請
求
に
係
る
育
児
休
業
の
期
間
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

３

［
同
上
］

し
た
育
児
休
業
手
当
金
変
更
請
求
書
に
、
育
児
休
業
の
期
間
の
変
更
に
関
す
る
所
属
機
関
の
長
の
証
明
書
を
添
え

て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

［
４

略
］

［
４

同
上
］

第
百
十
五
条
の
四

法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
業
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
百
十
五
条
の
四

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
介
護
休
業
手
当
金
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
七

略
］

［
三
～
七

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
一
項
の
請
求
に
係
る
介
護
休
業
の
期
間
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

３

［
同
上
］

し
た
介
護
休
業
手
当
金
変
更
請
求
書
に
、
介
護
休
業
の
期
間
の
変
更
に
関
す
る
所
属
機
関
の
長
の
証
明
書
を
添
え

て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

（
弔
慰
金
及
び
家
族
弔
慰
金
）

（
弔
慰
金
及
び
家
族
弔
慰
金
）

第
百
十
六
条

法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
弔
慰
金
又
は
家
族
弔
慰
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

第
百
十
六
条

［
同
上
］

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
弔
慰
金
請
求
書
又
は
家
族
弔
慰
金
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
（
組
合
員
の
死
亡
の
当
時
被
扶
養
者
で
あ
つ
た
者
が
弔
慰
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
又

二

組
合
員
証
（
組
合
員
の
死
亡
の
当
時
被
扶
養
者
で
あ
つ
た
者
が
弔
慰
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、

は
組
合
員
が
家
族
弔
慰
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
被
扶
養
者
を
含
む
。）
の
組
合
員
等
記
号
・
番

又
は
組
合
員
が
家
族
弔
慰
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
含
む
。）
の
組
合
員

号

等
記
号
・
番
号

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
災
害
見
舞
金
）

（
災
害
見
舞
金
）
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第
百
十
七
条

法
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
災
害
見
舞
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

第
百
十
七
条

［
同
上
］

を
記
載
し
た
災
害
見
舞
金
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
障
害
の
認
定
を
受
け
た
者
の
届
出
）

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
障
害
の
認
定
を
受
け
た
者
の
届
出
）

第
百
十
九
条
の
二

組
合
員
は
、
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条

第
百
十
九
条
の
二

［
同
上
］

第
二
号
に
該
当
す
る
者
と
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
組
合
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

組
合
員
（
認
定
を
受
け
た
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
被
扶
養
者
を
含
む
。）
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号

一

組
合
員
証
（
認
定
を
受
け
た
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
含
む
。）
の
組
合
員
等

又
は
個
人
番
号

記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
二

略
］

［
二

同
上
］

三

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日
及
び
そ
の
有

三

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
証
に
記
載
さ
れ
た
資
格
取
得
年
月
日
及
び

効
期
限

有
効
期
限

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
介
護
保
険
第
二
号
被
保
険
者
の
資
格
の
届
出
）

（
介
護
保
険
第
二
号
被
保
険
者
の
資
格
の
届
出
）

第
百
十
九
条
の
三

組
合
員
は
、
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
四
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
次
条

第
百
十
九
条
の
三

［
同
上
］

に
お
い
て
同
じ
。）
が
介
護
保
険
法
施
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
該
当
し
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
（
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
一
条
第
一
項
に
該
当
し
た
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、
被
扶
養
者

二

組
合
員
証
（
被
扶
養
者
に
あ
つ
て
は
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
含
む
。）
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人

を
含
む
。）
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

番
号

［
三

略
］

［
三

同
上
］

第
百
十
九
条
の
四

組
合
員
は
、
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
一
条
第
一
項
に
該
当
し

第
百
十
九
条
の
四

［
同
上
］

な
く
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
（
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
一
条
第
一
項
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
、

二

組
合
員
証
（
被
扶
養
者
に
あ
つ
て
は
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
含
む
。）
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人

被
扶
養
者
を
含
む
。）
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

番
号

［
三

略
］

［
三

同
上
］

（
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
組
合
員
等
の
給
付
算
定
基
礎
額
の
計
算
の
特
例
を
受
け
る
場
合
の
申
出
等
）

（
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
組
合
員
等
の
給
付
算
定
基
礎
額
の
計
算
の
特
例
を
受
け
る
場
合
の
申
出
等
）

第
百
三
十
一
条

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
す
る

第
百
三
十
一
条

［
同
上
］

こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

申
出
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号

一

申
出
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・

番
号

［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］
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３

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
は
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至

３

［
同
上
］

つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号

二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

（
育
児
休
業
期
間
中
の
掛
金
の
免
除
の
申
出
）

（
育
児
休
業
期
間
中
の
掛
金
の
免
除
の
申
出
）

第
百
六
十
四
条
の
三

法
第
百
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
掛
金
の
免
除
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
百
六
十
四
条
の
三

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
と
そ
の
育

児
休
業
等
が
終
了
す
る
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）
を
記
載
し
た
育
児
休
業
等
掛
金
免

除
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
六

略
］

［
三
～
六

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

法
第
百
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
掛
金
が
免
除
さ
れ
て
い
る
者
に
係
る
育
児
休
業
等
の
期
間
が
延
長

３

［
同
上
］

さ
れ
、
又
は
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
育
児
休
業
等
が
終
了
す
る
日
前
に
終
了
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
育
児
休
業
等
掛
金
免
除
変
更
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
者

が
育
児
休
業
等
の
終
了
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
法
第
百
十
四
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
産
前
産
後
休

業
を
開
始
し
た
こ
と
に
よ
り
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

［
４
～
６

略
］

［
４
～
６

同
上
］

（
産
前
産
後
休
業
期
間
中
の
掛
金
の
免
除
の
申
出
）

（
産
前
産
後
休
業
期
間
中
の
掛
金
の
免
除
の
申
出
）

第
百
六
十
四
条
の
六

法
第
百
十
四
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
掛
金
の
免
除
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

第
百
六
十
四
条
の
六

［
同
上
］

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
産
前
産
後
休
業
掛
金
免
除
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
六

略
］

［
三
～
六

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

法
第
百
十
四
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
掛
金
が
免
除
さ
れ
て
い
る
者
に
係
る
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
産
前

３

［
同
上
］

産
後
休
業
が
終
了
す
る
日
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
産
前
産
後
休
業
掛
金
免

除
変
更
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

［
４

略
］

［
４

同
上
］
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（
船
員
組
合
員
の
資
格
取
得
届
出
等
）

（
船
員
組
合
員
証
等
）

第
百
七
十
六
条

［
略
］

第
百
七
十
六
条

［
同
上
］

［
削
る
］

２

組
合
は
、
前
項
の
届
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
四
十
号
に
よ
る
船
員
組
合
員
証
を
作
成
し
、
船
員

組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
被
扶
養
者
が

あ
る
と
き
は
、
同
時
に
、
別
紙
様
式
第
四
十
一
号
に
よ
る
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
作
成
し
、
そ
の
者
に
交
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

３

第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
六
条
第
一
項
」

の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
六
条
第
一

と
、「
組
合
員
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

項
」
と
、「
組
合
員
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
削
る
］

４

第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
七
条
第
一
項
中
「
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
組
合
は
、
組
合
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
交
付
を
行
つ
た
船
員

組
合
員
に
対
し
、
被
扶
養
者
の
要
件
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
第
九
十
九
条
中
「
別
紙
様
式
第
十
七
号

に
よ
る
組
合
員
証
整
理
簿
」
と
あ
る
の
は
「
別
紙
様
式
第
四
十
二
号
に
よ
る
船
員
組
合
員
証
整
理
簿
」
又
は
「
別

紙
様
式
第
四
十
三
号
に
よ
る
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
整
理
簿
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
船
員
組
合
員
の
療
養
の
給
付
等
）

（
船
員
組
合
員
の
療
養
の
給
付
等
）

第
百
七
十
七
条

第
百
四
条
か
ら
第
百
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
船
員
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
法
第
百
三

第
百
七
十
七
条

第
百
四
条
か
ら
第
百
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
船
員
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
法
第
百
三

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
五
十
三
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）、

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
五
十
三
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）、

第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
八
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
二

第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
八
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
二

条
又
は
第
八
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
療
養
を
受
け
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

条
又
は
第
八
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
療
養
を
受
け
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

百
四
条
第
二
項
第
三
号
、
第
百
六
条
の
五
第
二
項
第
二
号
、
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
二

百
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
、
第
百
六
条
の
五
第
二
項
第
二
号
、
第
百
七
条
第
一
項
、
第
百
八
条
第
一
項

号
中
「
組
合
員
の
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
の
」
と
、
第
百
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
八
条
第

及
び
第
二
項
、
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
百
十
条
の
四
第
一
項
、
第
百
十
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号

二
項
中
「
組
合
員
で
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
で
」
と
、
第
百
四
条
第
三
項
及
び
第
百
八
条
第
二
項
中
「
組

並
び
に
第
百
十
条
の
六
第
一
項
第
二
号
中
「
組
合
員
証
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
証
」
と
、
第
百
四
条
第
二

合
員
が
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
が
」
と
、
第
百
十
条
第
二
項
及
び
第
百
十
条
の
三
中
「
組
合
員
及
び
」
と

項
第
三
号
中
「
組
合
員
の
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
の
」
と
、
第
百
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百

あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
及
び
」
と
、
第
百
十
条
第
一
項
中
「
被
扶
養
者
の
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
の
被

八
条
第
二
項
中
「
組
合
員
で
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
で
」
と
、
第
百
四
条
第
三
項
及
び
第
百
八
条
第
二
項

扶
養
者
の
」
と
、
同
項
及
び
第
百
十
条
の
二
第
二
項
中
「
被
扶
養
者
が
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
の
被
扶
養

中
「
組
合
員
が
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
が
」
と
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
条
の
二
第
二
項
、
第
百
十

者
が
」
と
、「
被
扶
養
者
で
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
の
被
扶
養
者
で
」
と
、
第
百
十
条
の
四
第
一
項
、
第
百

条
の
四
第
一
項
、
第
百
十
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
百
十
条
の
六
第
一
項
第
二
号
中
「
組
合
員
被
扶
養

十
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
百
十
条
の
六
第
一
項
第
二
号
中
「
組
合
員
（
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合

者
証
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
」
と
、
第
百
十
条
第
二
項
及
び
第
百
十
条
の
三
中
「
組
合
員
証

員
（
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

及
び
組
合
員
被
扶
養
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
」
と
、
第
百
十
条
第

一
項
中
「
被
扶
養
者
の
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
の
被
扶
養
者
の
」
と
、
同
項
及
び
第
百
十
条
の
二
第
二
項

中
「
被
扶
養
者
が
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組
合
員
の
被
扶
養
者
が
」
と
、「
被
扶
養
者
で
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
組

合
員
の
被
扶
養
者
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
船
員
組
合
員
の
一
部
負
担
金
の
額
等
の
返
還
）

（
船
員
組
合
員
の
一
部
負
担
金
の
額
等
の
返
還
）

第
百
七
十
八
条

船
員
組
合
員
は
、
法
第
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
船
員
保
険
法

第
百
七
十
八
条

船
員
組
合
員
は
、
法
第
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
船
員
保
険
法

の
規
定
に
よ
り
、
船
員
法
第
八
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
療
養
補
償
に
相
当
す
る
療
養
の
給
付
、
当
該
療
養
補

の
規
定
に
よ
り
、
船
員
法
第
八
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
療
養
補
償
に
相
当
す
る
療
養
の
給
付
、
当
該
療
養
補

償
に
相
当
す
る
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
当
該
療
養
補
償
に
相
当
す
る
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療

償
に
相
当
す
る
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
当
該
療
養
補
償
に
相
当
す
る
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療

養
、
当
該
療
養
補
償
に
相
当
す
る
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
又
は
当
該
療
養
補
償
に
相
当
す
る
訪
問
看
護

養
、
当
該
療
養
補
償
に
相
当
す
る
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
又
は
当
該
療
養
補
償
に
相
当
す
る
訪
問
看
護
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療
養
費
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
船
員
保
険
法
第
六
十
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同

療
養
費
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
船
員
保
険
法
第
六
十
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同

法
第
五
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
負
担
し
た
一
部
負
担
金
の
額
、
同
法
第

法
第
五
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
負
担
し
た
一
部
負
担
金
の
額
、
同
法
第

六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
食
事
療
養
標
準
負
担
額
、
同
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る

六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
食
事
療
養
標
準
負
担
額
、
同
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る

生
活
療
養
標
準
負
担
額
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に

生
活
療
養
標
準
負
担
額
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に

要
し
た
費
用
に
つ
き
保
険
外
併
用
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
、
同
法

要
し
た
費
用
に
つ
き
保
険
外
併
用
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
、
同
法

第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
額
に
相
当
す
る
金
額
又
は
同
法
第
六
十
五
条
第
四
項
の
規

第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
額
に
相
当
す
る
金
額
又
は
同
法
第
六
十
五
条
第
四
項
の
規

定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
そ
の
指
定
訪
問
看
護
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
訪
問
看
護
療
養
費
と
し
て

定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
そ
の
指
定
訪
問
看
護
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
訪
問
看
護
療
養
費
と
し
て

支
給
さ
れ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
部
負
担
金
等
」
と
い
う
。）

支
給
さ
れ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
部
負
担
金
等
」
と
い
う
。）

の
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
船
員
組
合
員
一
部
負
担
金
等
返
還
請
求
書

の
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
船
員
組
合
員
一
部
負
担
金
等
返
還
請
求
書

に
、
資
格
確
認
書
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
場
合
を
除
き
資
格
確
認
書
を
添
え
て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

に
、
船
員
組
合
員
証
を
添
え
て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

船
員
組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号

二

船
員
組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号

［
三
～
八

略
］

［
三
～
八

同
上
］

２

組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
所
要
の
事
項
を
記
載
し
て
、

２

組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
船
員
組
合
員
証
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
所
要
の
事
項
を
記
載
し
て
、

そ
の
者
に
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
者
に
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

組
合
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
資
格
確
認
書
の
提
供
を
受
け
て
い
る
船
員
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
資
格

［
新
設
］

確
認
書
に
所
要
の
事
項
を
記
録
し
て
当
該
船
員
組
合
員
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
運
営
規
則
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
所
轄
機
関
の
長
の
証
明
書
を
も
つ
て
船
員

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
運
営
規
則
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
所
轄
機
関
の
長
の
証
明
書
を
も
つ
て
船
員

組
合
員
の
資
格
確
認
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
確
認
書

組
合
員
証
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
船
員
組
合
員
証
へ
の
所
要

へ
の
所
要
の
事
項
の
記
載
は
、
当
該
所
轄
機
関
の
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

の
事
項
の
記
載
は
、
当
該
所
轄
機
関
の
長
が
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
任
意
継
続
組
合
員
と
な
る
た
め
の
申
出
等
）

（
任
意
継
続
組
合
員
と
な
る
た
め
の
申
出
）

第
百
八
十
二
条

令
第
四
十
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
第
百
八
十
二
条

［
同
上
］

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

退
職
の
と
き
の
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

退
職
の
と
き
の
組
合
員
証
及
び
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

２

令
第
四
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
任
意
継
続
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶

［
新
設
］

養
者
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
と
す
る
。

３

第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
理
し
た
場
合

［
新
設
］

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第

三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
四
十
四
条
の
二
第
五
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の

末
日
」
と
、「
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
」
と
、

「
当
該
届
出
に
係
る
組
合
員
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
申
出
に
係
る
任
意
継
続
組
合
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
任
意
継
続
組
合
員
証
等
）

第
百
八
十
四
条

削
除

第
百
八
十
四
条

組
合
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
別
紙
様
式

第
四
十
六
号
に
よ
る
任
意
継
続
組
合
員
証
を
作
成
し
、
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
者
に
交
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
被
扶
養
者
が
あ
る
と
き
は
、
同
時
に
、
別
紙
様
式
第
四
十
六
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号
の
二
に
よ
る
任
意
継
続
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
作
成
し
、
そ
の
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

令
第
四
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
任
意
継
続
組
合
員
証
及
び
任
意
継

続
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
と
す
る
。

３

第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
理
し
た
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
」
と
、「
当
該
届
出
に
係
る
組
合
員
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
申
出
に
係
る
任
意
継
続
組
合
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
任
意
継
続
組
合
員
証
及
び
任
意
継
続
組
合
員
被
扶
養
者
証
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
七
条
第
一
項
中
「
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
組
合
は
、
組
合
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
任
意
継
続
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
交
付

を
行
つ
た
任
意
継
続
組
合
員
に
対
し
、
被
扶
養
者
の
要
件
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
第
九
十
九
条
中
「
別

紙
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
組
合
員
証
整
理
簿
」
と
あ
る
の
は
「
別
紙
様
式
第
四
十
七
号
に
よ
る
任
意
継
続
組
合
員

証
整
理
簿
及
び
別
紙
様
式
第
四
十
七
号
の
二
に
よ
る
任
意
継
続
組
合
員
被
扶
養
者
証
整
理
簿
」
と
、「
組
合
員
証
」

と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
証
及
び
任
意
継
続
組
合
員
被
扶
養
者
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
前
納
さ
れ
た
任
意
継
続
掛
金
の
還
付
の
手
続
）

（
前
納
さ
れ
た
任
意
継
続
掛
金
の
還
付
の
手
続
）

第
百
八
十
四
条
の
二

法
第
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
納
さ
れ
た
任
意
継
続
掛
金
に
つ
い
て
令
第

第
百
八
十
四
条
の
二

［
同
上
］

四
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
還
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

書
類
を
、
当
該
任
意
継
続
掛
金
が
前
納
さ
れ
た
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

任
意
継
続
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

二

任
意
継
続
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
及
び
任
意
継
続
組
合
員
証
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
任
意
継
続
組
合
員
の
療
養
の
給
付
等
）

（
任
意
継
続
組
合
員
の
療
養
の
給
付
等
）

第
百
八
十
四
条
の
二
の
二

第
百
四
条
か
ら
第
百
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
任
意
継
続
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養

第
百
八
十
四
条
の
二
の
二

第
百
四
条
か
ら
第
百
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
任
意
継
続
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養

者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
四
条
第
二
項
第
三
号
、
第
百
六
条
の
五
第
二
項
第
二
号
、

者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
、
第
百
六
条
の
五
第
二

第
百
七
条
第
一
項
及
び
第
百
八
条
の
二
第
一
項
中
「
組
合
員
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
」
と
、
第

項
第
二
号
、
第
百
七
条
第
一
項
、
第
百
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
百
十
条

百
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
八
条
第
二
項
中
「
組
合
員
で
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
で
」

の
四
第
一
項
、
第
百
十
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
百
十
条
の
六
第
一
項
第
二
号
中
「
組
合
員
証
」
と

と
、
第
百
四
条
第
三
項
及
び
第
百
八
条
第
二
項
中
「
組
合
員
が
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
が
」
と
、
第

あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
証
」
と
、
第
百
四
条
第
二
項
第
三
号
中
「
組
合
員
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続

百
十
条
第
二
項
及
び
第
百
十
条
の
三
中
「
組
合
員
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
及
び
」
と
、
第
百
十

組
合
員
の
」
と
、
第
百
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
八
条
第
二
項
中
「
組
合
員
で
」
と
あ
る
の
は
「
任

条
第
一
項
中
「
被
扶
養
者
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
被
扶
養
者
の
」
と
、
同
項
及
び
第
百
十
条
の

意
継
続
組
合
員
で
」
と
、
第
百
四
条
第
三
項
及
び
第
百
八
条
第
二
項
中
「
組
合
員
が
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続

二
第
二
項
中
「
被
扶
養
者
が
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
被
扶
養
者
が
」
と
、「
被
扶
養
者
で
」
と
あ
る

組
合
員
が
」
と
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
条
の
二
第
二
項
、
第
百
十
条
の
四
第
一
項
、
第
百
十
条
の
四
の
三

の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
被
扶
養
者
で
」
と
、
第
百
十
条
の
四
第
一
項
、
第
百
十
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号

第
一
項
第
二
号
及
び
第
百
十
条
の
六
第
一
項
第
二
号
中
「
組
合
員
被
扶
養
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合

及
び
第
百
十
条
の
六
第
一
項
第
二
号
中
「
組
合
員
（
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
（
」
と
読
み
替
え
る
も

員
被
扶
養
者
証
」
と
、
第
百
十
条
第
二
項
及
び
第
百
十
条
の
三
中
「
組
合
員
証
及
び
組
合
員
被
扶
養
者
証
」
と
あ

の
と
す
る
。

る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
証
及
び
任
意
継
続
組
合
員
被
扶
養
者
証
」
と
、
第
百
十
条
第
一
項
中
「
被
扶
養
者
の
」

と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
被
扶
養
者
の
」
と
、
同
項
及
び
第
百
十
条
の
二
第
二
項
中
「
被
扶
養
者
が
」

と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
被
扶
養
者
が
」
と
、「
被
扶
養
者
で
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
被

扶
養
者
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
百
八
十
七
条

法
、
令
及
び
こ
の
命
令
の
規
定
に
基
づ
き
組
合
員
及
び
給
与
支
給
機
関
が
書
面
等
（
情
報
通
信
技

第
百
八
十
七
条

法
、
令
及
び
こ
の
命
令
の
規
定
に
基
づ
き
組
合
員
及
び
給
与
支
給
機
関
が
書
面
等
（
情
報
通
信
技

術
活
用
法
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
書
面
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
活

等
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ
れ
ら
の
組
合
に
行
わ
せ
る

用
法
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
書
面
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
組
合
（
指
定
都
市
職
員

こ
と
と
し
た
場
合
を
除
き
、
市
町
村
連
合
会
。
次
条
第
一
項
、
第
百
八
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
条
に
お
い

共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ
れ
ら
の
組
合
に

て
同
じ
。
）
に
申
請
等
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
八
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
を
除
き
、
市
町
村
連
合
会
。
次
条
第
一
項
、
第
百
八
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十

行
う
場
合
に
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
申
請
等
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
八
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
を
行
う
場
合
に
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
場
合
に
は
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
場
合
に
は
、
電
磁
的
記
録
（
情
報
通
信

も
の
と
す
る
。

技
術
活
用
法
第
三
条
第
七
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

［
３

略
］

［
３

同
上
］

附

則

附

則

（
電
子
資
格
確
認
に
係
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
の
申
請
の
支
援
）

（
電
子
資
格
確
認
に
係
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
の
申
請
の
支
援
）

第
十
二
条

組
合
は
、
当
分
の
間
、
電
子
資
格
確
認
に
係
る
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交

第
十
二
条

組
合
は
、
当
分
の
間
、
電
子
資
格
確
認
に
係
る
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
番

付
の
申
請
（
番
号
利
用
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
を
い
う
。）
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要

号
利
用
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）
の
交
付
の
申
請
（
番
号
利
用
法
第
十
六
条
の

な
支
援
を
組
合
員
に
対
し
、
及
び
直
接
に
又
は
組
合
員
を
通
じ
て
そ
の
被
扶
養
者
に
対
し
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
を
い
う
。）
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
支
援
を
組
合
員
に
対
し
、
及
び
直
接

に
又
は
組
合
員
を
通
じ
て
そ
の
被
扶
養
者
に
対
し
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



別紙様式第14号(1) 

（表 面） 

○○共済組合資格確認書

本人（組合員） 

年 月 日交付 

記 号 番 号 （枝番） 

氏 名

性 別

生 年 月 日 年  月  日 

資格取得年月日 年  月  日 

一部負担金の割合 

発 効 年 月 日 
割     年 月 日 

有 効 期 限 

保 険 者 番 号 

名 称

別
紙
様
式
第

号
及
び
別
紙
様
式
第

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

14

17

- 25 -



（裏 面） 

住 所

備 考

※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示する

ことができます。

記入する場合は、１．２．３．のいずれかの番号を○で囲んでくださ

い。 

１． 私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも移植の為に臓器を提

供します。 

２．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

３．私は、臓器を提供しません。 

《１又は２を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》

【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】  

〔特記欄：                          〕

署名年月日： 年 月 日 

本人署名（自筆）： 家族署名（自筆）：
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備考 １．この様式は、書面による交付の場合に限るものとする。大きさは、縦297ミリメー

トル、横210ミリメートルとする。

２．別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする組合については、「一部負担金の割

合・発効年月日」欄は省略することができる。 

３．必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えるこ

とその他所要の調整を加えることができる。 

４．組合員に次に掲げる事項を周知するものとする。 

⑴ 資格確認書の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保

管すること。 

⑵ 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格

確認を受けるか、資格確認書を（別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする組

合については、資格確認書に高齢受給者証を添えて）提出すること。 

⑶ 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前（６歳の誕生日の前日以後

の最初の３月31日まで）の場合は、保険診療の費用（入院時の食事療養に要する

費用を除く。）の２割であること。また、70歳の誕生日の属する月の翌月（誕生

日が月の初日である場合はその月）以後の場合は、「一部負担金の割合・発効年

月日」欄（別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする組合については、高齢受

給者証）に示す割合であること。 

⑷ 組合員の資格を喪失したときは、遅滞なく資格確認書を組合に返納すること。 

⑸ 資格確認書の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく組合に提出して訂正

を受けること。 

⑹ 有効期限を経過したときは、資格確認書を使用することはできないこと。ま

た、有効期限を経過した資格確認書を使用して保険給付を受けた場合は、保険給

付費の返還を求める場合があること。 

⑺ 不正に資格確認書を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受

けることがあること。 

⑻ 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移植

に関する法律(平成９年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載

の例によること。 

(イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載すること。 

(ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなつていないこと。

また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。
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別紙様式第14号(2) 

（表 面） 

本人（組合員）   年  月  日交付 

○○共済組合

資 格確認書 

記 号  番 号 （枝番） 

氏 名 

性 別

生 年 月 日 年  月  日 

資格取得年月日 年  月  日 

一部負担金の割合・発効年月日 割 年  月  日 

有 効 期 限 年  月  日 

保 険者番号 

名 称

（裏 面） 

住 所 

備 考 

※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができ

ます。

記入する場合は、１．２．３．のいずれかの番号を○で囲んでください。 

１．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも移植の為に臓器を提供します。 

２．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

３．私は、臓器を提供しません。 

《１又は２を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》 

【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】  

 〔特記欄：                                 〕 

 署名年月日：    年   月   日 

本人署名（自筆）：  家族署名（自筆）： 
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備考 １．書面による場合は、紙、プラスチツクその他の材料を用い、使用に十分耐えうる

ものとする。 

２．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。電磁的方法により提供

する場合はこの比率によるものとする。 

３．別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする組合については、「一部負担金の割

合・発効年月日」欄は省略することができる。 

４．必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えるこ

とその他所要の調整を加えることができる。 

５．組合員に次に掲げる事項を周知するものとする。  

⑴ 資格確認書の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保

管すること。 

⑵ 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格

確認を受けるか、資格確認書を（別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする組

合については、資格確認書に高齢受給者証を添えて）提出又は提示すること。 

⑶ 電磁的方法により提供された資格確認書については、紙に出力して用いるこ

とはできないこと。 

⑷ 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前（６歳の誕生日の前日以後

の最初の３月31日まで）の場合は、保険診療の費用（入院時の食事療養に要する

費用を除く。）の２割であること。また、70歳の誕生日の属する月の翌月（誕生

日が月の初日である場合はその月）以後の場合は、「一部負担金の割合・発効年

月日」欄（別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする組合については、高齢受

給者証）に示す割合であること。 

⑸ 組合員の資格を喪失したときは、遅滞なく資格確認書を組合に返納すること。 

⑹ 資格確認書の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく組合に提出して訂正

を受けること。 

⑺ 有効期限を経過したときは、資格確認書を使用することはできないこと。ま

た、有効期限を経過した資格確認書を使用して保険給付を受けた場合は、保険給

付費の返還を求める場合があること。 

⑻ 不正に資格確認書を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受

けることがあること。 

⑼ 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移植

に関する法律(平成９年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載

の例によること。 

(イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載すること。 

(ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなつていないこと。

また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。
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別
紙
様
式
第
1
4
号

(
3
)
 
 

（
裏

面
）
 

（
表

面
）
 

住
所

備
考

※
以
下
の
欄
に
記
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
臓
器
提
供
に
関
す
る
意
思

を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

記
入
す
る
場
合
は
、
１

．
２
．
３

．
の
い
ず
れ
か
の
番
号
を
○
で

囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

１
．

私
は

、
脳

死
後
及

び
心

臓
が
停

止
し

た
死
後

の
い

ず
れ
で

も
移

植
の

為

に
臓
器
を
提
供
し
ま
す
。
 

２
．

私
は

、
心

臓
が
停

止
し

た
死
後

に
限

り
、
移

植
の

為
に
臓

器
を

提
供

し

ま
す
。
 

３
．
私
は
、
臓
器
を
提
供
し
ま
せ
ん
。
 

《
１

又
は

２
を

選
ん
だ

方
で

、
提
供

し
た

く
な
い

臓
器

が
あ
れ

ば
、

×
を

つ

け
て
く
だ
さ
い
。
》
 

【
 
心
臓
・
肺
・
肝
臓
・
腎
臓
・
膵
臓
・
小
腸
・
眼
球
 
】
 
 

〔
特
記
欄
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〕
 

署
名
年
月
日
：
 
 

年
月

日
 

本
人
署
名
（
自
筆
）
：
 

家
族
署
名
（
自
筆
）
：
 

○
○
共
済
組
合
資
格
確
認
書

本
人
（
組

合
員
）
 

年
 
 
月
 
 
日
 交

付
 

記
号
 

番
号
 

（
枝
番
）
 

氏
名

性
別

生
年

月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 

資
格

取
得

年
月

日
 

年
 
 
月
 
 
日
 

一
部

負
担

金
の

割
合

 

発
効

年
月

日
割

年
 
 
月
 
 
日
 

有
効

期
限
 

保
険

者
番

号
 

名
称
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備
考
 
１
．
大
き
さ
は
、
縦
1
2
8
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
9
1
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合
は
こ
の
比
率
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

２
．
別
途
、
高
齢
受
給
者
証
を
交
付

す
る
取
扱
い
と
す
る
組
合
に
つ
い
て
は
、
「
一
部
負
担
金
の
割
合

・
発
効
年
月
日
」
欄
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
．
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
各
欄
の

配
置
を
著
し
く
変
更
す
る
こ
と
な
く
所
要
の
変
更
を
加
え
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
調
整
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
．
組
合
員
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

⑴
資
格
確
認
書
の
交
付
を
受
け

た
と
き
は
、
直
ち
に
住
所
欄
に
住
所
を
自
署
し
て
大
切
に
保
管
す
る
こ
と
。

⑵
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
診
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
窓
口
で
電
子
資
格
確
認
を
受
け
る
か
、
資
格
確
認
書
を
（
別
途
、
高
齢
受
給
者
証

を
交
付
す
る
取
扱
い
と
す
る
組
合
に
つ
い
て
は
、
資
格
確
認
書
に
高
齢
受
給
者
証
を
添
え
て
）
提
出
又
は
提
示
す
る
こ
と
。
 

⑶
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
資
格
確
認
書
に
つ
い
て
は
、
紙
に
出
力
し
て
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

⑷
診
療
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額
は
、
義
務
教
育
就
学
前
（
６
歳
の
誕
生
日
の
前
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
）
の
場
合
は
、
保
険
診
療
の
費
用

（
入
院
時
の
食
事
療
養
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
の
２
割
で
あ
る
こ
と
。
ま
た

、
7
0
歳
の
誕
生
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
誕
生
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合

は
そ
の
月
）
以
後
の
場
合
は
、「

一
部
負
担
金
の
割
合
・
発
効
年
月
日
」
欄
（
別
途
、
高
齢
受
給
者
証
を
交
付
す
る
取
扱
い
と
す
る
組
合
に
つ
い
て
は
、
高
齢

受
給
者
証
）
に
示
す
割
合
で
あ

る
こ
と
。
 

⑸
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
資
格
確
認
書
を
組
合
に
返
納
す
る
こ
と
。

⑹
資
格
確
認
書
の
記
載
事
項
に

変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
組
合
に
提
出
し
て
訂
正
を
受
け
る
こ
と
。

⑺
有
効
期
限
を
経
過
し
た
と
き

は
、
資
格
確
認
書
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。
ま
た
、
有
効
期
限
を
経
過
し
た
資
格
確
認
書
を
使
用
し
て
保
険
給

付
を
受
け
た
場
合
は
、
保
険
給

付
費
の
返
還
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
こ
と
。
 

⑻
不
正
に
資
格
確
認
書
を
使
用

し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

⑼
臓
器
提
供
に
関
す
る
意
思
を

表
示
す
る
場
合
は
、
次
の
点
に
留
意
す
る
ほ
か
、
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
(
平
成
９
年
法
律
第
1
0
4
号
)
に
基
づ
く
臓
器
提

供
意
思
表
示
カ
ー
ド
の
記
載
の
例
に
よ
る
こ
と
。
 

(イ
) 

特
記
欄
に
つ
い
て
は
、
親
族
へ
の
優
先
提
供
の
意
思
等
が
あ
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。

(ロ
) 

家
族
署
名
欄
へ
の
記
載
は
、
意
思
表
示
の
有
効
性
の
要
件
と
は
な
つ
て
い
な
い
こ
と
。

ま
た
、
「
家
族
」
は
被
扶
養
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
に
限
ら
な
い
こ
と
。
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別紙様式第14号(4) 

（表 面） 

○○共済組合資格確認書

家族（被扶養者） 

年 月 日交付 

記 号 番 号 （枝番） 

氏 名

性 別

生 年 月 日 年  月  日 

認 定 年 月 日 年  月  日 

組 合 員 氏 名 

一部負担金の割合 

発 効 年 月 日 
割     年 月 日 

有 効 期 限 

保 険 者 番 号 

名 称
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（裏 面） 

住 所

備 考

※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示する

ことができます。

記入する場合は、１．２．３．のいずれかの番号を○で囲んでくださ

い。 

１． 私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも移植の為に臓器を提

供します。 

２．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

３．私は、臓器を提供しません。 

《１又は２を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》

【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】  

〔特記欄：                          〕

署名年月日： 年 月 日 

本人署名（自筆）： 家族署名（自筆）：

-  33  -



備考 １．この様式は、書面による交付の場合に限るものとする。大きさは、縦297ミリメー

トル、横210ミリメートルとする。

２．別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする組合については、「一部負担金の割

合・発効年月日」欄は省略することができる。 

３．必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えるこ

とその他所要の調整を加えることができる。 

４．組合員又はその被扶養者に次に掲げる事項を周知するものとする。 

⑴ 資格確認書の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保

管すること。 

⑵ 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格

確認を受けるか、資格確認書を（別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする組

合については、資格確認書に高齢受給者証を添えて）提出すること。 

⑶ 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前（６歳の誕生日の前日以後

の最初の３月31日まで）の場合は、保険診療の費用（入院時の食事療養に要する

費用を除く。）の２割であること。また、70歳の誕生日の属する月の翌月（誕生

日が月の初日である場合はその月）以後の場合は、「一部負担金の割合・発効年

月日」欄（別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする組合については、高齢受

給者証）に示す割合であること。 

⑷ 組合員の資格を喪失したとき又は被扶養者がその要件を欠くに至つたとき

は、遅滞なく資格確認書を組合に返納すること。 

⑸ 資格確認書の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく組合に提出して訂正

を受けること。 

⑹ 有効期限を経過したときは、資格確認書を使用することはできないこと。ま

た、有効期限を経過した資格確認書を使用して保険給付を受けた場合は、保険給

付費の返還を求める場合があること。 

⑺ 不正に資格確認書を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受

けることがあること。 

⑻ 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移植

に関する法律(平成９年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載

の例によること。 

(イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載すること。 

(ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなつていないこと。

また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。
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別紙様式第14号(5)  

（表 面） 

家族（被扶養者）  年  月  日交付 

○○共済組合

資 格確認書 

記 号  番 号 （枝番） 

氏 名 

性 別

生 年 月 日 年  月  日 

認 定 年 月 日 年  月  日 

組 合 員 氏 名 

一部負担金の割合・発効年月日 割 年  月  日 

有 効 期 限 年  月  日 

保 険者番号 

名 称

（裏 面） 

住 所 

備 考 

※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができ

ます。

記入する場合は、１．２．３．のいずれかの番号を○で囲んでください。 

１．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも移植の為に臓器を提供します。 

２．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

３．私は、臓器を提供しません。 

《１又は２を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》 

【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】  

 〔特記欄：                                 〕 

 署名年月日：    年   月   日 

本人署名（自筆）：  家族署名（自筆）： 
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備考 １．書面による場合は、紙、プラスチツクその他の材料を用い、使用に十分耐えうる

ものとする。 

２．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。電磁的方法により提供

する場合はこの比率によるものとする。 

３．別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする組合については、「一部負担金の割

合・発効年月日」欄は省略することができる。 

４．必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えるこ

とその他所要の調整を加えることができる。 

５．組合員又はその被扶養者に次に掲げる事項を周知するものとする。  

⑴ 資格確認書の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保

管すること。 

⑵ 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格

確認を受けるか、資格確認書を（別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする組

合については、資格確認書に高齢受給者証を添えて）提出又は提示すること。 

⑶ 電磁的方法により提供された資格確認書については、紙に出力して用いるこ

とはできないこと。 

⑷ 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前（６歳の誕生日の前日以後

の最初の３月31日まで）の場合は、保険診療の費用（入院時の食事療養に要する

費用を除く。）の２割であること。また、70歳の誕生日の属する月の翌月（誕生

日が月の初日である場合はその月）以後の場合は、「一部負担金の割合・発効年

月日」欄（別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする組合については、高齢受

給者証）に示す割合であること。 

⑸ 組合員の資格を喪失したとき又は被扶養者がその要件を欠くに至つたとき

は、遅滞なく資格確認書を組合に返納すること。 

⑹ 資格確認書の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく組合に提出して訂正

を受けること。 

⑺ 有効期限を経過したときは、資格確認書を使用することはできないこと。ま

た、有効期限を経過した資格確認書を使用して保険給付を受けた場合は、保険給

付費の返還を求める場合があること。 

⑻ 不正に資格確認書を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受

けることがあること。 

⑼ 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移植

に関する法律(平成９年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載

の例によること。 

(イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載すること。 

(ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなつていないこと。

また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。
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別
紙
様
式
第
1
4
号

(
6
)
 
 

（
裏

面
）
 

（
表

面
）
 

住
所

備
考

※
以
下
の
欄
に
記
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
臓
器
提
供
に
関
す
る
意
思

を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

記
入
す
る
場
合
は
、
１

．
２
．
３

．
の
い
ず
れ
か
の
番
号
を
○
で

囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

１
．

私
は

、
脳

死
後
及

び
心

臓
が
停

止
し

た
死
後

の
い

ず
れ
で

も
移

植
の

為

に
臓
器
を
提
供
し
ま
す
。
 

２
．

私
は

、
心

臓
が
停

止
し

た
死
後

に
限

り
、
移

植
の

為
に
臓

器
を

提
供

し

ま
す
。
 

３
．
私
は
、
臓
器
を
提
供
し
ま
せ
ん
。
 

《
１

又
は

２
を

選
ん
だ

方
で

、
提
供

し
た

く
な
い

臓
器

が
あ
れ

ば
、

×
を

つ

け
て
く
だ
さ
い
。
》
 

【
 
心
臓
・
肺
・
肝
臓
・
腎
臓
・
膵
臓
・
小
腸
・
眼
球
 
】
 
 

〔
特
記
欄
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〕
 

署
名
年
月
日
：
 
 

年
月

日
 

本
人
署
名
（
自
筆
）
：
 

家
族
署
名
（
自
筆
）
：
 

○
○
共
済
組
合
資
格
確
認
書

家
族
（
被

扶
養
者
）
 

年
 
 
月
 
 
日
 交

付
 

記
号
 

番
号
 

（
枝
番
）
 

氏
名

性
別

生
年

月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 

認
定

年
月

日
年
 
 
月
 
 
日
 

組
合

員
氏

名

一
部

負
担

金
の

割
合

 

発
効

年
月

日
割

年
 
 
月
 
 
日
 

有
効

期
限
 

保
険

者
番

号
 

名
称
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備
考
 
１
．
大
き
さ
は
、
縦
1
2
8
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
9
1
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合
は
こ
の
比
率
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

２
．
別
途
、
高
齢
受
給
者
証
を
交
付

す
る
取
扱
い
と
す
る
組
合
に
つ
い
て
は
、
「
一
部
負
担
金
の
割
合

・
発
効
年
月
日
」
欄
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
．
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
各
欄
の

配
置
を
著
し
く
変
更
す
る
こ
と
な
く
所
要
の
変
更
を
加
え
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
調
整
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
．
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

⑴
資
格
確
認
書
の
交
付
を
受
け

た
と
き
は
、
直
ち
に
住
所
欄
に
住
所
を
自
署
し
て
大
切
に
保
管
す
る
こ
と
。

⑵
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
診
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
窓
口
で
電
子
資
格
確
認
を
受
け
る
か
、
資
格
確
認
書
を
（
別
途
、
高
齢
受
給
者
証

を
交
付
す
る
取
扱
い
と
す
る
組
合
に
つ
い
て
は
、
資
格
確
認
書
に
高
齢
受
給
者
証
を
添
え
て
）
提
出
又
は
提
示
す
る
こ
と
。
 

⑶
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
資
格
確
認
書
に
つ
い
て
は
、
紙
に
出
力
し
て
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

⑷
診
療
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額
は
、
義
務
教
育
就
学
前
（
６
歳
の
誕
生
日
の
前
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
）
の
場
合
は
、
保
険
診
療
の
費
用

（
入
院
時
の
食
事
療
養
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
の
２
割
で
あ
る
こ
と
。
ま
た

、
7
0
歳
の
誕
生
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
誕
生
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合

は
そ
の
月
）
以
後
の
場
合
は
、「

一
部
負
担
金
の
割
合
・
発
効
年
月
日
」
欄
（
別
途
、
高
齢
受
給
者
証
を
交
付
す
る
取
扱
い
と
す
る
組
合
に
つ
い
て
は
、
高
齢

受
給
者
証
）
に
示
す
割
合
で
あ

る
こ
と
。
 

⑸
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た

と
き
又
は
被
扶
養
者
が
そ
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
資
格
確
認
書
を
組
合
に
返
納
す
る
こ
と
。

⑹
資
格
確
認
書
の
記
載
事
項
に

変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
組
合
に
提
出
し
て
訂
正
を
受
け
る
こ
と
。

⑺
有
効
期
限
を
経
過
し
た
と
き

は
、
資
格
確
認
書
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。
ま
た
、
有
効
期
限
を
経
過
し
た
資
格
確
認
書
を
使
用
し
て
保
険
給

付
を
受
け
た
場
合
は
、
保
険
給

付
費
の
返
還
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
こ
と
。
 

⑻
不
正
に
資
格
確
認
書
を
使
用

し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

⑼
臓
器
提
供
に
関
す
る
意
思
を

表
示
す
る
場
合
は
、
次
の
点
に
留
意
す
る
ほ
か
、
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
(
平
成
９
年
法
律
第
1
0
4
号
)
に
基
づ
く
臓
器
提

供
意
思
表
示
カ
ー
ド
の
記
載
の
例
に
よ
る
こ
と
。
 

(イ
) 

特
記
欄
に
つ
い
て
は
、
親
族
へ
の
優
先
提
供
の
意
思
等
が
あ
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。

(ロ
) 

家
族
署
名
欄
へ
の
記
載
は
、
意
思
表
示
の
有
効
性
の
要
件
と
は
な
つ
て
い
な
い
こ
と
。

ま
た
、
「
家
族
」
は
被
扶
養
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
に
限
ら
な
い
こ
と
。
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別紙様式第17号(1) 

資 格 確 認 書 整 理 簿（組合員） 

組合員等

記号・番号 
組合員氏名 

年 月 日 

検 認

年 月 日 

退職等の

年 月 日 

返納又は
亡 　 失
年 月 日 

備 考 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

組 合 員

種 　 別 年 月 日 

交付又は
提 供

有効期限

- 39  -



別紙様式第17号(2)

資 格 確 認 書 整 理 簿（被扶養者） 

組合員氏名 
被扶養者

氏 名 
認定年月日 検認年月日 

認定取消等

年 月 日 

返納又は
亡 失
年 月 日 

備 考 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

交付又は
提 供
年 月 日 

有 効 期 限

年 月 日 

組 合 員 等

記号・番号 
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別紙様式第20号 

(表 面) 

令和  年  月  日交付 

○○共済組合

高齢受給者証 

記号  番号 (枝番) 

対象者氏名 組合員氏名 

生 年 月 日 年  月  日 

発 効 年 月 日 年  月  日 

有 効 期 限 年  月  日 

一部負担金の割合 

保 険 者 番 号 

名 称 印 

(裏 面) 

注 意 事 項 

1．この証の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に保管してくだ

さい。

2．保険診療を受けようとするときは、保険医療機関等の窓口で、電子的確認を受けるか、

この証を資格確認書等に添えて渡してください。 

3．組合員の資格がなくなつたとき、その被扶養者でなくなつたとき又は有効期限に達し

たときは、遅滞なくこの証を組合に返してください。 

4．法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたときは、遅滞なく

この証を組合に返してください。 

5．不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。 

6．この証の記載事項に変更があつた場合には、資格確認書等を添えて、遅滞なく組合に

提出して訂正を受けてください。 

住所 

備考 

備考1．プラスチツクその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。 

2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

  3．対象者が組合員であるときは、表面の「組合員氏名」欄に本人と記載することとす

る。 

  4．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調

整を加えることができる。 

  5．別途組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することがで

きる。 

20

22

24

28

別
紙
様
式
第

号
、
別
紙
様
式
第

号
及
び
別
紙
様
式
第

号
か
ら
別
紙
様
式
第

号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

19

19

別
紙
様
式
第

号
及
び
別
紙
様
式
第

号
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第

号
及
び
別
紙
様
式
第

号
の
２

削
除

19

19
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別
紙
様
式
第

2
2
号
 

特
別

療
養

証
明

書
交

付
申

請
書

 

旧
組
合
員
の
組
合

員
等
記
号
・
番
号

又
は
個
人
番
号

 

旧
組
合
員
氏
名

 
旧
組
合
員
の
資
格

喪
失

年
月

日
 

年
 

月
 

日
 

旧
所
属

機
関
名

 
生

年
月

日
 

年
 

月
 

日
 

療
養

者
に

関

す
る

事
項

 
氏

名
 

生
年

月
日

 
年

 
月
 

日
 
旧

組
合

員

と
の

続
柄

 
性

別
 

男
女

 

証
明

書
の

受
給

期
限
 

年
 

 
 
月
 

 
 
日

 
他

制
度

に
よ

る
療

養
給

付
の

可
否
 

(
可
の
場
合
に
お
け
る
制
度
の
名
称

)
 

可
否

(
制
度
の
名
称
：

 
)
 

傷
病

名
 

給
付

開
始

年
月

日
 

年
 

月
 

日
 

年
 

月
 

日
 

年
 

月
 

日
 

資
格

喪
失

の
際

療
養

の
給

付
等

を
担

当
し

て
い

た
保

険
医

療
機

関
等

の
名

称
及

び
所

在
地

 

名
称

 

所
在

地
 

現
に

療
養

の
給

付
等

を
担

当

し
て

い
る

保
険

医
療

機
関

等

の
名

称
、

所
在

地
及

び
診

療

に
従

事
す

る
保

険
医

の
氏

名
 

名
称

 
保

険
医

の
氏

名
 

所
在

地
 

こ
の

申
請

を
行

う
際

の
傷

病
の

程
度

及
び

療
養

等
の

状
況

 

 
 
上
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

 

殿
 

令
和

 
 
年

 
 
月
 

 
日

 
申
請
者

 
住

所
 

氏
名

 

 
 
上
記
の
記
載
事
項
は
、
事
実
と
相
違
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。

 

令
和

 
 
年

 
 
月
 

 
日

 

所
属
所
長

 
職

名
 

氏
名

 

「
旧
組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号
」
欄
に
は
、
旧
組
合
員
の
組
合
員
等
記
号
・
番
号
又
は
個
人
番
号
の
い
ず
れ
か
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

備
考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格

A
4
と
す
る
。
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別紙様式第24号 

特 別 療 養 証 明 書 整 理 簿 

旧組合員の

組 合 員 等

記号・番号 

組合員であつた者の

氏 名 
特別療養者氏名 傷 病 名 交付年月日 

受給期限

満了等の

年 月 日 

返 納 又 は

亡失年月日 
備 考 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第25号 

(表) 

○ ○ 共 済 組 合 限 度 額 適 用 認 定 証

令和  年  月  日交付 

組

合

員

記 号 番 号 (枝番)  

氏 名 

生年月日 年 月 日 

適

用

対

象

者

氏 名 

生年月日 年 月 日 

住 所 

発 効 年 月 日 令和 年 月 日 

有 効 期 限 令和 年 月 日 

適 用 区 分 

発

行

機

関

保 険 者

番 号 

名 称

及 び 印 

 マイナ保険証(※)を利用すれば、事前の手続きなく、

高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、

マイナ保険証をぜひご利用ください。

※ 電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます。

-  44  -



(裏) 

注 意 事 項 

1 この証は、各面をよく読んで大切に持つていてください。 

2 この証によつて療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、保険医療機関等又は指定

訪問看護事業者ごとに1か月につき、別に定められた額を限度とします。 

3 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けるときには、その窓口で、

電子的確認を受けるか、この証を資格確認書等に添えて渡してください。 

4 組合員の資格がなくなつたとき、被扶養者でなくなつたとき、認定の条件に該当しな

くなつたとき又は有効期限に達したときは、遅滞なくこの証を組合に返してください。 

5 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたときは、遅滞なく

この証を組合に返してください。 

6 不正にこの証を使用した者は、刑法によつて詐欺罪として懲役の処分を受けます。 

7 表面の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なくこの証を組合に提出して訂正を受

けてください。 

備考 

1 用紙の大きさは、縦127ミリメートル、横91ミリメートルとする。 

2 この証は、対象者1人ごとに作製すること。 

3 対象者が組合員であるときは、表面の「適用対象者」の欄の「氏名」欄に「組合員本

人」と記載し、対象者が被扶養者であるときは、それぞれの欄に該当事項を記載するこ

と。 

4 「有効期限」欄には、この証が無効となる日の前日までを記載すること。 

5 適用区分欄には、適用対象者が地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第2

号又は第2項第2号に掲げる者である場合は「ア」と、同条第1項第3号又は第2項第3号に

掲げる者である場合は「イ」と、同条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる者である場合

は「ウ」と、同条第1項第4号又は第2項第4号に掲げる者である場合は「エ」と、同条第

3項第4号又は第4項第4号に掲げる者である場合は「現役並みⅠ」と、同条第3項第3号又

は第4項第3号に掲げる者である場合は「現役並みⅡ」と記載すること。 

6 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることそ

の他所要の調整を加えることができること。 

7 別途組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することができ

る。 
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別紙様式第25号の2 

(表) 

○○共済組合限度額適用・標準負担額減額認定証

令和  年  月  日交付 

記号 番 号 (枝番) 

組

合

員

氏 名 

生年月日 年 月 日 

適
用
・
減
額
対
象
者

氏 名 

生年月日 年 月 日 

住 所 

発 効 年 月 日 令和 年 月 日 

有 効 期 限 令和 年 月 日 

適 用 区 分 

長期入院該 当 令和 年 月 日 
組合

印 

発

行

機

関

保 険 者

番 号 

名 称

及 び 印 

 マイナ保険証(※)を利用すれば、高額療養費制度に

おける限度額を超える支払いが免除されます。 

 限度額適用・標準負担額減額認定証の提示は不要と

なりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 

※ 電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます。
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(裏) 

 注 意 事 項 

1 この証は、各面をよく読んで大切に持つていてください。 

2 この証によつて療養を受ける場合は、次のとおり一部負担金限度額の適用及び食事療

養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額が行われます。 

(1) 療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、保険医療機関等又は指定訪問看護事

業者ごとに1か月につき、別に定められた額を限度とします。 

(2) 入院の際に食事療養を受ける場合に支払う食事療養標準負担額又は生活療養を受

ける場合に支払う生活療養標準負担額は、別に厚生労働大臣が定める減額された額と

します。 

3 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けるときには、その窓口で、

電子的確認を受けるか、この証を資格確認書等に添えて渡してください。 

4 組合員の資格がなくなつたとき、被扶養者でなくなつたとき、認定の条件に該当しな

くなつたとき又は有効期限に達したときは、遅滞なくこの証を組合に返してください。 

5 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたときは、遅滞なく

この証を組合に返してください。 

6 不正にこの証を使用した者は、刑法によつて詐欺罪として懲役の処分を受けます。 

7 表面の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なくこの証を組合に提出して訂正を受

けてください。 

備考 

1 用紙の大きさは、縦127ミリメートル、横91ミリメートルとする。 

2 この証は、対象者1人ごとに作製すること。 

3 対象者が組合員であるときは、表面の「適用・減額対象者」の欄の「氏名」欄に「組

合員本人」と記載し、対象者が被扶養者であるときは、それぞれの欄に該当事項を記載

すること。 

4 「有効期限」欄には、この証が無効となる日の前日までを記載すること。 

5 適用区分欄には、適用対象者が地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第5

号又は第2項第5号に掲げる者である場合は「オ」と、同条第3項第6号に掲げる者である

場合は「Ⅰ」と、同項第5号に掲げる者である場合は「Ⅱ」と記載すること。 

6 健康保険法施行規則第62条の3第6号に掲げる者である場合は、適用区分欄に、5記載

の適用区分「オ」又は「Ⅰ」に加え、「(境)」と記載すること。 

7 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることそ

の他所要の調整を加えることができること。 

8 別途組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することができ

る。 
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別紙様式第26号 

(表) 

○ ○ 共 済 組 合 特 定 疾 病 療 養 受 療 証

認 定 疾 病 名 

受

診

者

氏 名 

生 年 月 日 

昭 和 

平 成 

令 和 

年 月 日 

住 所 

組

合

員

記
号

番
号

(

枝
番)

氏 名 

生 年 月 日 

昭 和 

平 成 

令 和 

年 月 日 

自己負担限度額 

発

行

機

関
名称及び印 

交 付 年 月 日 令 和 年 月 日 

発 効 年 月 日 令 和 年 月 日 

保険者番号 
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(裏) 

注 意 事 項 

1 この証は、各面をよく読んで大切に持つていてください。 

2 この証によつて認定疾病に係る保険診療を受ける場合は、窓口で支払う一部負担金等

の額は、保険医療機関等又は保険薬局等ごとに1か月に表面に記載された自己負担限度額

を最高限度とします。ただし、入院した場合には、食事療養又は生活療養に要する費用

について、別途定額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を求めることとなり

ます。 

3 保険医療機関等又は保険薬局等から認定疾病に係る保険診療を受けようとする場合に

おいて、資格確認書等を提出することにより組合員又は被扶養者であることの確認を受

ける場合には、この証を資格確認書等に添えてその窓口で渡してください。 

4 組合員の資格がなくなつたとき又は被扶養者でなくなつたときは、遅滞なくこの証を

組合に返してください。 

5 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたときは、遅滞なく

この証を組合に返してください。 

6 不正にこの証を使用した者は、刑法によつて詐欺罪として懲役の処分を受けます。 

7 表面の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なくこの証を組合に提出して訂正を受

けてください。 

備考 

1 用紙の大きさは、縦127ミリメートル、横91ミリメートルとする。 

2 この証は、受診者1人ごとに作成すること。 

3 受診者が組合員であるときは、「受診者」欄の「氏名」欄に「組合員本人」と記載す

ること。 

4 「発効年月日」欄には、この証が有効となる年月日を記載すること。 

5 別途組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することができ

る。 
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別紙様式第27号 第27号の1 

診 療 報 酬 領 収 済 明 細 書 

組合員等記号・番号 保険者番号 組合の名称 

組 合 員 住 所 氏 名 
公 務 上 

公
務
外

乗船中発病したもの 

受 給 者 住 所 氏 名 年 月 日生 
下船中発病したもの 

傷

病

名

① 初

診

年 月 日 当
月
開
始

年 月 日 診
療
日
数

日 終

診

年 月 日 
転 帰 

治

癒

繰

越

死

亡

転

医

中

止② 年 月 日 年 月 日 日 年 月 日 

臨床学

的所見 

理化学

的所見 

診 療 の 内 容 摘 要 

項 目 内 容 経過及び診療事

実に関する理由 

料診
察

初 診 円 
再 診 円 
往 診 回 円 

投
薬
料

内 服 
種類 日分 円 
種類 日分 円 
種類 日分 円 

頓 服 種類 回調剤 円 
外 用 種類 回調剤 円 

料注
射

(皮) (筋)
(静) (動)
の別を記入 

回 円 
回 円 
回 円 

料処
置 処 置 名 

回 円 
回 円 
回 円 

料手
術 手 術 名 

回 円 

回 円 

料検
査 検 査 名 

回 円 
回 円 

療 法 開 始 年 月 日 
ン

料

レ
ン
ト
ゲ

透 視 

撮 影 
切 枚 円 

結核化学療法 年 月 日 

駆 梅 療 法 年 月 日 

 ( ) 年 月 日 

そ
の
他

入
院
料

看 
感染症の予防及び
感染症の患者に
対 す る 医 療 に
関する法律による
公 費 負 担 

円 

賄 食 
自 日 
至 日 

日間 円 

(無)寝 初 診 に 要 し た
月 の 診 療 額 

円 

合 計 円 

入 院 の 初 日 年 月 日 
領 収 済 額 円 

上記のとおり領収しました。 

殿 

令和 年 月 日 
医療機関名
及びその住所 

備考 

1 この明細書は、歯科医師以外の医師から診療を受け、又はその処方箋に基づいて薬局から調剤を受けた場合に用いる。 

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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第27号の2 

診 療 報 酬 領 収 済 明 細 書 

組合員等記号・番号 保険者番号 組合の名称 

組 合 員 住 所 氏 名 
公 務 上 

公
務
外

乗船中発病したもの 

療 養 者 住 所 氏 名 年 月 日生 
下船中発病したもの 

 部 位 及 び

傷 病 名 
左    右 

転 帰 

治

癒

繰

越

死

亡

転

医

中

止

初 診 年  月  日 当月開始 年  月  日 診療日数 日 終 診 年  月  日 

診 療 の 内 訳 摘 要 

項 目 内 訳 経過及び診療事

実に関する理由 
診 察 料 初 診 円 

投 薬 料 

内 服 薬 

種類 日分 円 

種類 日分 円 

種類 日分 円 

頓 服 薬 種類 回調剤 円 

外 用 薬 種類 回調剤 円 

注 射 料 
皮 下 筋 肉 内 回 円 
静 脈 内 回 円 

処

置

料(

硬) 

撤 去 歯 円 

普 通 処 置 回 円 

複 根 管 回 円 

抜 髄 歯 円 

根 充 歯 円 

円 

充 料 
ア マ ル ガ ム 歯 円 

セメント 硅 燐 歯 円 

インレー料
金合金 ポスト 複 雑 か ど う か 歯 円 

銀 合 金 歯 円 

塡 
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補

て

つ

料

義 歯 床歯 円 

金属
こう 

1 4 K 特殊鋼 不銹鋼 

レス
ト

歯 円 
有無 

パラタ

ルバー

リンガ

ルバー
特殊鋼 不 銹 鋼 歯 円 

歯冠性続歯 1 4 K レヂン 陶 歯 歯 円 

支 台 築 造 銀 ア セ 歯 円 

金 属 冠 金 金パラ 銀合金 歯 円 

そ の 他 円 

手

術

料

抜 歯 歯 円 

手 術 円 

そ の 他 

(

軟) 

処

置

料

歯 石 除 去 回 円 

円 

円 
初診の日の

診療に要し

た額 

円 
レントゲン
そ の 他

円 

合 計 円 

入院の初日 年  月  日 
領 収 済 額 円 

上記のとおり領収しました。 

殿 

令和 年 月 日 
医療機関名
及びその住所 

備考 

1 この明細書は、歯科医師から診療を受け、又はその処方箋に基づいて調剤を受けた場合に用いる。 

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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第27号の3 

診療報酬領収済明細書 

組 合 員 等

記 号 ・ 番 号 
保険者番号 組合の名称

組合員住所氏名 公 務 上 

療養者住所氏名 
年 月 日生 

公 務 外 

負 傷 名 

負傷の年月日 令和 年 月 日 

負 傷 の 経 過 

負 傷 の 原 因 

施術開始

年 月 日 
令和 年 月 日 

施術終了

年 月 日 
令和 年 月 日 転 帰 

治癒、継続中 

転医、中 止 

施 術 の 種 類 回 数 
1 回 の

料 金 
加 算 料 金 

施 術

料 金 

施術を行なつた

期 間 

初 検 料 
円 深 夜

時 間 外 

円 円 
月  日 

往 療 料 
夜間、難路、暴

風雨雪、距離 

自   月   日 

至   月   日 

整 復 固 定 処 置

又 は 初 回 処 置 
月   日  

後 療 処 置 
自   月   日 

至   月   日 

罨 法 料 

回数 1回の料金 
自   月   日 

至   月   日 
回 円 

そ の 他 

領 収 額 
円 

一 部 負 担 金 
円 一部負担

金を控除
した額 

円 

上記のとおり領収しました。 

 殿 

令和  年  月  日 

整 復 師 
住 所 

氏 名 

1 「負傷の原因」欄は、具体的に詳しく書いてください。 

2 標準回数を超過した場合にはその事由を書いてください。 

3 「一部負担金を控除した額」欄は、領収額(施術に要した費用の額)から一部負担金を差

し引いた額を記入してください。 

備考 

1 この明細書は、整復師から施術を受けた場合に用いる。 

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第28号 

特 別 療 養 給 付 管 理 台 帳 

組合員であつた

者に関する事項 

旧組合員の組合員等記号・

番号 
旧 所 属 機 関 名 

氏名、生年月日及び性別 年  月  日  男 女 

現 住 所 組合員資格喪失年月日 年  月  日  

療養者に関する事項 氏名、生年月日及び性別 年  月  日  男 女 旧 組 合 員 と の 続 柄 

証明書の受給期限 年  月  日 
他制度による療養給付の可否 

(可の場合における制度の名称) 

可 否 

(制度の名称： ) 

傷 病 名 給 付 開 始 年 月 日 

年 月 日 

年 月 日 

年 月 日 

資格喪失の際療養の給付等を担当していた保険医

療機関等の名称及び所在地 

名 称 

所 在 地 

現に療養の給付等を担当している保険医療機関等

の名称、所在地及び診療に従事する保険医の氏名 

名 称 保険医の氏名 

所 在 地 

申請の際の傷病の程度及び療養等の状況 

証明書交付年月日 年 月 日 証明書回収年月日及び回収理由 年  月  日 

給 付 記 録 

傷 病 療 養 機 関 名 転 帰 年 月 日 備 考 

年 月 日 

年 月 日 

年 月 日 

年 月 日 

年 月 日 

年 月 日 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別
紙
様
式
第

号
か
ら
別
紙
様
式
第

号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

40

43

別
紙
様
式
第

号
か
ら
別
紙
様
式
第

号
ま
で

削
除

40

43

別
紙
様
式
第

号
か
ら
別
紙
様
式
第

号
の
２
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

46

47

別
紙
様
式
第

号
か
ら
別
紙
様
式
第

号
の
２
ま
で

削
除

46

47

- 55  -



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
条

に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
地
方
公
務
員
共
済
組
合
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て

「
組
合
」
と
い
う
。
）
か
ら
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
別
紙
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
組
合
員
証
、
別
紙
様
式
第
十

九
号
に
よ
る
組
合
員
被
扶
養
者
証
、
別
紙
様
式
第
四
十
号
に
よ
る
船
員
組
合
員
証
、
別
紙
様
式
第
四
十
一
号
に
よ
る

船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
、
別
紙
様
式
第
四
十
六
号
に
よ
る
任
意
継
続
組
合
員
証
又
は
別
紙
様
式
第
四
十
六
号
の
二

に
よ
る
任
意
継
続
組
合
員
被
扶
養
者
証
（
以
下
「
組
合
員
証
等
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
組
合
員
又
は

そ
の
被
扶
養
者
が
、
施
行
日
以
後
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
を
受
け
る
場
合
又
は
法
第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
当
該
組

合
員
証
等
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
（
法
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
任
意
継
続
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
日
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
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を
喪
失
す
る
日
の
前
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
と
し
、
組
合
が
有
効
期
限
を
定
め
て
交
付
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
施

行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
又
は
有
効
期
限
に
至
っ
た
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
と
す
る
。
）
ま
で
の
間

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
組
合
が
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
対
し
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
第

九
十
九
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
通
知
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書

面
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
は
、
同
項
に
規
定
す
る
資
格
情
報
通
知
書
と
み
な
す
。

第
四
条

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
組
合
か
ら
組
合
員
証
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者

が
、
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
組
合
員
証
等
が
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
た
間
に
七
十
歳
に
達
す
る
場

合
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
九

項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
、
同
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
、
ロ
、
ハ
若
し
く

は
ニ
、
第
二
号
ハ
若
し
く
は
ニ
若
し
く
は
第
三
号
ハ
若
し
く
は
ニ
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
若
し
く
は
同
条
第
四

項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
（
同
令
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
又
は
同
令
第
二

十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
ホ
、
第
二
号
ホ
若
し
く
は
ヘ
、
第
三
号
ホ
若
し
く
は
ヘ
若
し
く
は
第
四
号
ロ
の
規

定
に
よ
る
組
合
の
認
定
若
し
く
は
同
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
（
同
令
第
二
十
三
条

の
三
の
四
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
に
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お
け
る
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
別
紙
様
式
第
二
十
号
に
よ
る
高
齢
受
給
者
証
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
に
よ
る

限
度
額
適
用
認
定
証
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
の
二
に
よ
る
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
及
び
別
紙
様

式
第
二
十
六
号
に
よ
る
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
組
合
員
又

は
そ
の
被
扶
養
者
が
法
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
あ
る
場

合
又
は
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
九
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
資
格
確
認
書
の
交
付
若
し
く
は
提
供
を

受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
組
合
員
証
等
を
除
く
。
次
項
に
お
い

て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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